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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザが購入したオブジェクトに記憶された情報に基づいて、ネットワークを介して情
報管理装置からコンテンツの提供を受ける情報処理装置において、
　前記オブジェクトが載置されたとき、前記オブジェクトに記憶されている情報を読み取
る読み取り手段と、
　前記読み取り手段により前記オブジェクトから読み取られた前記情報であって、前記オ
ブジェクトに記憶されている、前記オブジェクトを識別するオブジェクト識別情報を取得
するオブジェクト識別情報取得手段と、
　前記オブジェクト識別情報取得手段により取得された前記オブジェクト識別情報に基づ
いて前記情報管理装置に認証要求を送信する認証要求手段と、
　前記認証要求に対応して前記情報管理装置が送信する認証結果が認証成功を表す認証結
果である場合、前記読み取り手段により前記オブジェクトから読み取られた暗号化された
情報であって、ダウンロード済コンテンツのＩＤ、および前記オブジェクトによるコンテ
ンツのダウンロード可能回数を表すコンテンツ使用情報を取得するコンテンツ使用情報取
得手段と、
　前記暗号化されたコンテンツ使用情報に所定のヘッダを付加して前記情報管理装置に復
号要求を送信する復号要求手段と、
　前記復号要求に対応して前記情報管理装置が送信する復号された前記コンテンツ使用情
報を受信する受信手段と



(2) JP 4547867 B2 2010.9.22

10

20

30

40

50

　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　コンピュータを、
　ユーザが購入したオブジェクトに記憶された情報に基づいて、ネットワークを介して情
報管理装置からコンテンツの提供を受ける情報処理装置において、
　前記オブジェクトが載置されたとき、前記オブジェクトに記憶されている情報を読み取
る読み取り手段と、
　前記読み取り手段により前記オブジェクトから読み取られた前記情報であって、前記オ
ブジェクトに記憶されている、前記オブジェクトを識別するオブジェクト識別情報を取得
するオブジェクト識別情報取得手段と、
　前記オブジェクト識別情報取得手段により取得された前記オブジェクト識別情報に基づ
いて前記情報管理装置に認証要求を送信する認証要求手段と、
　前記認証要求に対応して前記情報管理装置が送信する認証結果が認証成功を表す認証結
果である場合、前記読み取り手段により前記オブジェクトから読み取られた暗号化された
前記情報であって、ダウンロード済コンテンツのＩＤ、および前記オブジェクトによるコ
ンテンツのダウンロード可能回数を表すコンテンツ使用情報を取得するコンテンツ使用情
報取得手段と、
　前記暗号化されたコンテンツ使用情報に所定のヘッダを付加して前記情報管理装置に復
号要求を送信する復号要求手段と、
　前記復号要求に対応して前記情報管理装置が送信する復号された前記コンテンツ使用情
報を受信する受信手段とを備える情報処理装置として機能させる
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、情報処理装置およびプログラムに関し、特に、操作に不慣れなユーザも、簡
単かつ迅速に、認証することができるようにした情報処理装置およびプログラムに関する
。
【０００２】
【従来の技術】
最近、インターネットに代表されるネットワークが普及し、ビデオデータやオーディオデ
ータなどの各種のコンテンツデータを、ネットワークを介してダウンロードし、利用する
ことができるようになってきた。
【０００３】
これまで、コンテンツデータをネットワークを介して取得する場合、ユーザは、例えば、
パーソナルコンピュータからネットワークを介してサーバにアクセスし、コンテンツデー
タをネットワークを介してダウンロードする。このとき、ユーザは、サーバに自分自身を
認証させるために、予め自分自身に対して割り当てられているIDやパスワードを、パーソ
ナルコンピュータに付属するキーボードなどを操作して入力する。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
このように、IDやパスワードを、キーボードから入力させ、ユーザを認証させるようにす
ると、キーボードの操作に不慣れな初心者、子供、女性、老人といったユーザ、あるいは
キーボードを操作するのに障害を有するユーザなどが、簡単かつ迅速にサーバにアクセス
し、自分自身を認証させることが困難である課題があった。
【０００５】
本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、簡単かつ迅速に、ユーザを認証
することができるようにするものである。
【００３６】
本発明の第４の情報処理装置は、ネットワークを介して他の情報処理装置にコンテンツを
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提供する情報処理装置であって、他の情報処理装置が、オブジェクトから読み出してネッ
トワークを介して送信してくる、オブジェクトが取得可能なコンテンツの種類を表す識別
情報を取得する識別情報取得手段と、他の情報処理装置が、オブジェクトから読み出して
ネットワークを介して送信してくる暗号化された初期データを復号し、復号された初期デ
ータを他の情報処理装置に送信する初期データ送信手段とを備えることを特徴とする。
【００４４】
　本発明の情報処理装置は、ユーザが購入したオブジェクトに記憶された情報に基づいて
、ネットワークを介して情報管理装置からコンテンツの提供を受ける情報処理装置におい
て、オブジェクトが載置されたとき、オブジェクトに記憶されている情報を読み取る読み
取り手段と、読み取り手段によりオブジェクトから読み取られた情報であって、オブジェ
クトに記憶されている、オブジェクトを識別するオブジェクト識別情報を取得するオブジ
ェクト識別情報取得手段と、オブジェクト識別情報取得手段により取得されたオブジェク
ト識別情報に基づいて情報管理装置に認証要求を送信する認証要求手段と、認証要求に対
応して情報管理装置が送信する認証結果が認証成功を表す認証結果である場合、読み取り
手段によりオブジェクトから読み取られた暗号化された情報であって、ダウンロード済コ
ンテンツのＩＤ、およびオブジェクトによるコンテンツのダウンロード可能回数を表すコ
ンテンツ使用情報を取得するコンテンツ使用情報取得手段と、暗号化されたコンテンツ使
用情報に所定のヘッダを付加して情報管理装置に復号要求を送信する復号要求手段と、復
号要求に対応して情報管理装置が送信する復号されたコンテンツ使用情報を受信する受信
手段とを備えることを特徴とする。
【００５５】
　本発明のプログラムは、コンピュータを、ユーザが購入したオブジェクトに記憶された
情報に基づいて、ネットワークを介して情報管理装置からコンテンツの提供を受ける情報
処理装置において、オブジェクトが載置されたとき、オブジェクトに記憶されている情報
を読み取る読み取り手段と、読み取り手段によりオブジェクトから読み取られた情報であ
って、オブジェクトに記憶されている、オブジェクトを識別するオブジェクト識別情報を
取得するオブジェクト識別情報取得手段と、オブジェクト識別情報取得手段により取得さ
れたオブジェクト識別情報に基づいて情報管理装置に認証要求を送信する認証要求手段と
、認証要求に対応して情報管理装置が送信する認証結果が認証成功を表す認証結果である
場合、読み取り手段によりオブジェクトから読み取られた暗号化された情報であって、ダ
ウンロード済コンテンツのＩＤ、およびオブジェクトによるコンテンツのダウンロード可
能回数を表すコンテンツ使用情報を取得するコンテンツ使用情報取得手段と、暗号化され
たコンテンツ使用情報に所定のヘッダを付加して情報管理装置に復号要求を送信する復号
要求手段と、復号要求に対応して情報管理装置が送信する復号されたコンテンツ使用情報
を受信する受信手段とを備える情報処理装置として機能させることを特徴とする。
【００７０】
　本発明の情報処理装置およびプログラムにおいては、オブジェクトが載置されたとき、
オブジェクトに記憶されている情報が読み取られ、オブジェクトから読み取られた情報で
あって、オブジェクトに記憶されている、オブジェクトを識別するオブジェクト識別情報
が取得され、取得されたオブジェクト識別情報に基づいて情報管理装置に認証要求が送信
され、認証要求に対応して情報管理装置が送信する認証結果が認証成功を表す認証結果で
ある場合、オブジェクトから読み取られた暗号化された情報であって、ダウンロード済コ
ンテンツのＩＤ、およびオブジェクトによるコンテンツのダウンロード可能回数を表すコ
ンテンツ使用情報が取得され、暗号化されたコンテンツ使用情報に所定のヘッダを付加し
て情報管理装置に復号要求が送信され、復号要求に対応して情報管理装置が送信する復号
されたコンテンツ使用情報が受信される。
【００７３】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明を適用した情報処理システムの構成例を表している。この構成例において
は、インターネット１に、インターネットサービスプロバイダ（ISP）２を介して、家庭
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３のLAN(Local Area Network)２１が接続されている。LAN２１には、部屋３１乃至部屋３
３の機器が接続されている。この例の場合、部屋３１では、パーソナルコンピュータ（PC
）２２がLAN２１に接続されており、パーソナルコンピュータ２２には、後述する親友ぽ
キャラ（商標）人形１６１（図４）、あるいは売りぽキャラ（商標）人形１８１（図１０
）を載置するおたち台２３が接続されている。
【００７４】
なお、LAN２１は、ユーザまたは無線により構成される。無線により構成される場合、IEE
E(Institute of Electrical and Electronic Engineers)８０２．１１ａ，ｂ，またはｇ
、UWB(Ultra Wide Band)、あるいはブルートゥース(Blue Tooth)などで規定される方式を
用いることができる。また、有線の場合、USB(Universal Serial Bus)その他で規定され
る方式を利用することができる。
【００７５】
部屋３２においては、テレビジョン受像機（TV）２４がLAN２１に接続されており、テレ
ビジョン受像機２４には、おたち台２５が接続されている。部屋３３においては、パーソ
ナルコンピュータ２６がLAN２１に接続されており、パーソナルコンピュータ２６には、
おたち台２７が接続されている。
【００７６】
インターネット１には、また、ISP４を介して、職場５のLAN５１も接続されている。LAN
５１には、パーソナルコンピュータ５２が接続されており、パーソナルコンピュータ５２
には、さらに、おたち台５３が接続されている。
【００７７】
インターネット１には、また、売りぽキャラ人形１８１（図１０）に対応するコンテンツ
データを提供するコンテンツサーバ６が接続されている。インターネット１に接続されて
いるコンテンツサーバ７は、親友ぽキャラ人形１６１（図４）に対応するコンテンツデー
タを提供する。インターネット１に接続されているライセンスサーバ８は、コンテンツサ
ーバ７により供給されるコンテンツに対応するライセンスを提供する。
【００７８】
さらに、インターネット１には、ぽキャラ（商標）サービスサーバ９が接続されている。
このぽキャラサービスサーバ９は、親友ぽキャラ人形１６１あるいは売りぽキャラ人形１
８１に対応する各種のサービスを提供する。
【００７９】
ぽキャラサービスサーバ９には、ぽキャラに関する各種の情報を記憶するぽキャラデータ
ベース１０が接続されている。ぽキャラサービスサーバ９には、また、親友ぽキャラ人形
１６１に対する認証処理を行うプライベート認証サーバ１１、売りぽキャラ人形１８１に
対する認証処理を行うパブリック認証サーバ１２が接続されている他、各種の課金処理を
実行する課金サーバ１３も接続されている。ぽキャラデータベース１０、プライベート認
証サーバ１１、パブリック認証サーバ１２、および課金サーバ１３のうちの１つ以上に、
必要に応じて、ぽキャラサービスサーバ９と一体化することもできる。
【００８０】
さらに図１のシステムにおいては、携帯電話機６１が、最寄りの基地局１５を介してイン
ターネット１に接続されるようになされている。
【００８１】
ぽキャラサービスサーバ９は、例えば、図２に示されるように構成されている。
【００８２】
図２において、CPU（Central　Processing　Unit）１２１は、ROM（Read　Only　Memory
）１２２に記憶されているプログラム、または記憶部１２８からRAM（Random　Access　M
emory）１２３にロードされたプログラムに従って各種の処理を実行する。RAM１２３には
また、CPU１２１が各種の処理を実行する上において必要なデータなども適宜記憶される
。
【００８３】
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CPU１２１、ROM１２２、およびRAM１２３は、バス１２４を介して相互に接続されている
。このバス１２４にはまた、入出力インタフェース１２５も接続されている。
【００８４】
入出力インタフェース１２５には、キーボード、マウスなどよりなる入力部１２６、CRT(
Cathode Ray Tube)、LCD(Liquid Crystal display)などよりなるディスプレイ（表示部）
、並びにスピーカなどよりなる出力部１２７、ハードディスクなどより構成される記憶部
１２８、モデム、ターミナルアダプタなどより構成される通信部１２９が接続されている
。通信部１２９は、インターネット１を含むネットワークを介しての通信処理を行う。
【００８５】
入出力インタフェース１２５にはまた、必要に応じてドライブ１３０が接続され、磁気デ
ィスク１４１、光ディスク１４２、光磁気ディスク１４３、或いは半導体メモリ１４４な
どが適宜装着され、それらから読み出されたコンピュータプログラムが、必要に応じて記
憶部１２８にインストールされる。
【００８６】
パーソナルコンピュータ２２は、例えば、図３に示されるように構成されている。その基
本的構成は、図２におけるぽキャラサービスサーバ９と同様である。
すなわち、パーソナルコンピュータ２２のCPU２２１乃至通信部２２９は、図２のぽキャ
ラサービスサーバ９のCPU１２１乃至通信部１２９と、基本的に同様の機能を有している
。
【００８７】
図３のパーソナルコンピュータ２２の入出力インタフェース２２５には、接続部２３０が
接続されており、この接続部２３２は、おたち台２３が接続される。
おたち台２３は、図３に示されるように、リーダライタ４１を内蔵しており、そこに裁置
されたぽキャラ人形から電磁誘導により、非接触で、情報を読み取る機能を有している。
【００８８】
入出力インタフェース２２５には、必要に応じて、ドライブ２３１が接続され、磁気ディ
スク２５１、光ディスク２５２、光磁気ディスク２５３、または半導体メモリ２５４が装
着された場合、それから読み出されたコンピュータプログラムが、必要に応じて記憶部２
２８にインストールされる。
【００８９】
この情報処理システム（情報提供システム）において、自分自身を認証させるために、各
ユーザは、図４に示されるような親友ぽキャラ人形１６１を予め購入する。この親友ぽキ
ャラ人形１６１には、図５に示されるように、アンテナ１７２を有するICチップ１７１が
内蔵されており、このICチップ１７１には、図６に示されるように、その親友ぽキャラ人
形１６１を保持するユーザを識別するユーザ識別情報としてのユーザID、並びにその親友
ぽキャラ人形１６１を識別するためのぽキャラ人形識別情報としてのぽキャラIDが記憶さ
れている。
【００９０】
なお、ユーザIDは、ぽキャラIDと兼用することも可能である。
【００９１】
次に、図７のフローチャートを参照して、ユーザが親友ぽキャラ人形１６１を取得する処
理について説明する。
【００９２】
パーソナルコンピュータ２２のユーザは、入力部２２６を操作して、ぽキャラサービスサ
ーバ９に対するアクセスを指令する。CPU２２１は、入力部２２６からこの指令を取得す
ると、ステップＳ１において、通信部２２９を制御し、LAN２１，ISP２、およびインター
ネット１を介して、ぽキャラサービスサーバ９にアクセスさせる。ぽキャラサービスサー
バ９は、アクセスしてきたパーソナルコンピュータ２２に対して、ユーザ情報を入力する
ためのGUI(Graphical User Interface)をインターネット１を介して提供してくる（後述
する図９のステップＳ２１）。そこでユーザは、入力部２２６を操作して、自分自身の氏
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名、住所、生年月日、性別、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、クレジットカ
ード番号、銀行口座番号といったユーザ情報を入力する。ステップＳ２において、CPU２
２１は、入力されたユーザ情報を、通信部２２９からインターネット１を介して、ぽキャ
ラサービスサーバ９に送信する。なお、パーソナルコンピュータ２２（他の端末も同様）
とぽキャラサービスサーバ９との間の通信は、必要に応じて暗号化される。
【００９３】
このとき、ぽキャラサービスサーバ９は、パーソナルコンピュータ２２に対して、親友ぽ
キャラ人形の候補（一覧）を送信してくる（図９のステップＳ２３）。そこで、ステップ
Ｓ３において、CPU２２１は、通信部２２９を介して、ぽキャラサービスサーバ９から送
信されてくる親友ぽキャラ人形の候補を受信すると、これを出力部２２７の表示部に出力
し、表示させる。これにより、例えば、図８に示されるような親友ぽキャラ人形の候補が
表示される。図８には、Ａ乃至Ｆの６種類の親友ぽキャラ人形が示されている。図４に示
される親友ぽキャラ人形１６１は、このうちの図８Ｆに対応している。
【００９４】
ユーザは、表示された親友ぽキャラ人形の候補の中から自分自身の親友ぽキャラ人形とし
て利用するものを、入力部２２６を操作して指定する。CPU２２１は、ステップＳ４にお
いて、この親友ぽキャラ人形の選択を受け付ける。
【００９５】
ステップＳ５において、CPU２２１は、ステップＳ４の処理で受け付けた親友ぽキャラ人
形の選択情報をぽキャラサービスサーバ９に送信する。
【００９６】
ぽキャラサービスサーバ９は、パーソナルコンピュータ２２からの選択情報を受信すると
、その選択された親友ぽキャラ人形に対応する親友ぽキャラのデータを含むぽキャラサー
ビスのためのコンピュータプログラムを送信してくる（図９のステップＳ２６）。
【００９７】
ステップＳ６において、パーソナルコンピュータ２２のCPU２２１は、ぽキャラサービス
サーバ９より送信されてくるコンピュータプログラムを受信し、記憶部２２８に記憶する
。このプログラムには、親友ぽキャラ人形に対応する親友ぽキャラ（実在する親友ぽキャ
ラ人形に対する、アニメーション表示されるバーチャルな人形であって、以下、これをキ
ャラクタとも称する）を、出力部２２７の表示部に表示させるのに必要なデータ（親友ぽ
キャラのデータ）が含まれている。
【００９８】
この親友ぽキャラのキャラクタは、対応する親友ぽキャラ人形と同一の画像で表現される
。換言すれば、親友ぽキャラ人形は、出力部２２７の表示部に表示されるバーチャルな人
形としての親友ぽキャラと同一の形状（色等を含む）を有していることになる。
【００９９】
例えば、図４の親友ぽキャラ人形１６１は、図８Ｆに示される親友ぽキャラのキャラクタ
に対応するものである。
【０１００】
ユーザは、ステップＳ６の処理で受信したプログラムを、ぽキャラサービスサーバ９が提
供するサービスを利用する他の機器にインストールする。図１の例の場合、テレビジョン
受像機２４とパーソナルコンピュータ２６に、このプログラムがインストールされる。ま
た、職場５のパーソナルコンピュータ５２にもインストールされる。
【０１０１】
テレビジョン受像機２４は、例えば、メモリスティック（商標）に代表される半導体メモ
リを装着する装着部が設けられており、ユーザは、例えば、パーソナルコンピュータ２２
により、メモリスティックにそのプログラムを記憶し、テレビジョン受像機２４にこのメ
モリスティックを装着することで、テレビジョン受像機２４に対して、このプログラムを
インストールすることができる。
【０１０２】
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その後、ぽキャラサービスサーバ９は、ユーザがステップＳ４の処理で選択した親友ぽキ
ャラ人形を配送してくるので（図９のステップＳ２７）、ユーザは、ステップＳ８におい
て、ぽキャラサービスサーバ９から配送されてくる人形を受け取る。
【０１０３】
ぽキャラサービスサーバ９は、以上の図７のパーソナルコンピュータ２２の処理に対応し
て、図９のフローチャートに示されるような処理を実行する。
【０１０４】
すなわち、ステップＳ２１において、ぽキャラサービスサーバ９のCPU１２１は、パーソ
ナルコンピュータ２２のユーザがインターネット１を介して、アクセスしてきたとき、通
信部１２９を介して、このアクセスを受け付けると、そのパーソナルコンピュータ２２に
対して、ユーザ情報を入力するためのGUIをインターネット１を介して、パーソナルコン
ピュータ２２に提供する。
【０１０５】
上述したように、このGUIに基づいて、ユーザは、ユーザ情報を送信してくる（図７のス
テップＳ２）。そこで、ステップＳ２２において、ぽキャラサービスサーバ９のCPU１２
１は、パーソナルコンピュータ２２からのユーザ情報を受信すると、これを通信部１２９
を介してぽキャラデータベース１０に供給し、登録させる。これにより、ぽキャラデータ
ベース１０に、ユーザ情報が登録される（その詳細は、図３０を参照して後述する）。
【０１０６】
次に、ステップＳ２３において、CPU１２１は、親友ぽキャラ人形の候補を記憶部１２８
から読み出し、パーソナルコンピュータ２２に対して送信する。これにより、上述したよ
うに、図８に示されるような、親友ぽキャラ人形の候補がパーソナルコンピュータ２２に
送信される。
【０１０７】
上述したように、送信した親友ぽキャラ人形の候補の中から１つの親友ぽキャラ人形を、
ユーザは選択し、その選択情報を送信してくる（図７のステップＳ５）。
【０１０８】
そこで、ステップＳ２５において、CPU１２１は、ユーザに対して、ユーザを識別するた
めの識別情報としてのユーザIDを割り当てる。また、CPU１２１は、ユーザにより選択さ
れた親友ぽキャラ人形にぽキャラIDを割り当て、ぽキャラデータベース１０に、ユーザ情
報に対応して、ぽキャラ情報として登録させる。このぽキャラ情報には、ぽキャラIDの他
、そのぽキャラが親友ぽキャラであるのか否かを表すフラグ（親友ぽキャラフラグ）、あ
るいはそのぽキャラが有するパラメータなどが含まれる。このパラメータは、その親友ぽ
キャラが着ている服装、あるいはその親友ぽキャラが有している機能などを表している。
なお、親友ぽキャラフラグは、親友ぽキャラ人形１６１に割り当てるぽキャラIDに含める
ようにしてもよい。
【０１０９】
次に、ステップＳ２６において、CPU１２１は、ユーザがぽキャラサービスを受けるため
のプログラムを記憶部１２８から読み出し、インターネット１を介してパーソナルコンピ
ュータ２２に送信する。このとき、CPU１２１は、ユーザIDと、その親友ぽキャラのキャ
ラクタを表示させるのに必要なぽキャラ情報を、プログラムに含めて送信する。このぽキ
ャラ情報には、ぽキャラIDの他、各種のパラメータを含む画像の元となるぽキャラのデー
タが含まれている。このプログラムは、パーソナルコンピュータ２２により受信される（
図７のステップＳ６）。
【０１１０】
そして、ステップＳ２７において、CPU１２１は、ステップＳ２４の処理で受信された選
択情報に対応する親友ぽキャラ人形を配送する処理を実行する。具体的には、CPU１２１
は、ユーザにより選択された親友ぽキャラ人形を特定する情報（ぽキャラID）と、そのユ
ーザの住所、氏名などを出力部１２７を構成するプリンタから出力する。ぽキャラサービ
スサーバ９の管理者は、このプリンタからの出力に基づいて、所定の親友ぽキャラ人形を
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ユーザ宛に配送する手続を行う。
【０１１１】
次に、ステップＳ２８において、CPU１２１は、ユーザに配布した親友ぽキャラ人形に対
する対価に対応する課金処理を実行する。
【０１１２】
具体的には、CPU１２１は、課金サーバ１３に対して、ユーザ情報に含まれるクレジット
カード番号に基づいて、親友ぽキャラ人形の対価に対応する価格の決済を要求する。ある
いはまた、CPU１２１は、課金サーバ１３に対して、ユーザ情報に含まれる銀行口座番号
からの対価の引き落としを要求する。課金サーバ１３は、この要求に基づいて、そのユー
ザのクレジットカード会社あるいは銀行に対して、親友ぽキャラ人形に対応する対価の引
き落とし処理を要求する。
【０１１３】
以上のようにして、ユーザは、親友ぽキャラ人形１６１を取得する。ユーザは、親友ぽキ
ャラ人形１６１を、ぽキャラサービスサーバ９の管理者により管理される店舗に直接出向
いて、購入することも可能である。この場合、ユーザ情報は、その店舗において、ユーザ
が直接入力することになる。
【０１１４】
以上においては、パーソナルコンピュータ２２からぽキャラサービスサーバ９にアクセス
して、必要なユーザ情報を予め送信した後、親友ぽキャラ人形の配送を受けるようにした
が、換言すれば、予めユーザ登録をした後、親友ぽキャラ人形の配送を受けるようにした
が、ぽキャラIDだけが記憶されている親友ぽキャラ人形を、ユーザが予め購入した後、ネ
ットワークを介してユーザ登録をするようにすることも可能である。このようにして購入
した親友ぽキャラは、以後、ユーザのエージェントとして機能する。
【０１１５】
また、店舗には、親友ぽキャラ人形１６１以外に、図１０に示されるような売りぽキャラ
人形１８１も販売されている。ユーザは、必要に応じて、この売りぽキャラ人形１８１を
様々な店舗において、購入することができる。この売りぽキャラ人形１８１も、内部にIC
チップ１９１を内蔵している。ICチップ１９１は、その売りぽキャラ人形１８１が有する
機能に対応する情報を記憶している。
【０１１６】
図１１は、売りぽキャラ人形１８１がコンテンツデータを提供する機能を有する場合の、
ICチップ１９１に記憶されている情報の例を表している。この例においては、アンテナ１
９２を有するICチップ１９１に、ぽキャラID、コンテンツを使用する条件を規定する使用
条件が記憶されている。この使用条件には、例えば、そのコンテンツを再生可能な回数、
再生可能な期限などが含まれる。
【０１１７】
さらに、ICチップ１９１には、コンテンツを使用するためにユーザが支払った金額（購入
金額）に対応するプリペイド金額も必要に応じて記憶される。
【０１１８】
ユーザは、このようにして親友ぽキャラ人形１６１または売りぽキャラ人形１８１を取得
し、コンテンツの提供を受ける場合、親友ぽキャラ人形１６１または売りぽキャラ人形１
８１を、使用する機器に対応するおたち台に載置する。例えば、パーソナルコンピュータ
２２を使用する場合、ユーザは、パーソナルコンピュータ２２に対応して接続されている
おたち台２３に、親友ぽキャラ人形１６１または売りぽキャラ人形１８１を載置する。こ
の場合、パーソナルコンピュータ２２は、図１２乃至図１６のフローチャートに示される
処理を実行する。
【０１１９】
ステップＳ４１において、パーソナルコンピュータ２２のCPU２２１は、おたち台２３に
ぽキャラ人形が載置されたか否かを判定する。ぽキャラ人形が載置されていない場合、載
置されるまで待機する。
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【０１２０】
ぽキャラ人形が載置されると、そのICチップ１７１（または１９１）に記憶されている情
報がリーダライタ２４１により読み出され、接続部２３０を介して、CPU２２１に送信さ
れてくる。そこで、CPU２２１は、この情報が読み出されてくるまでステップＳ４１の処
理を繰り返し実行する。
【０１２１】
おたち台２３上に、ぽキャラ人形が載置されたと判定された場合、ステップＳ４２に進み
、CPU２２１は、ぽキャラ人形のICチップ１７１（または１９１）に記憶されている情報
を読み取る。載置されたぽキャラ人形が親友ぽキャラ人形１６１または売りぽキャラ人形
１８１のいずれであるとしても、そのICチップ１７１または１９１には、ぽキャラIDが記
憶されている（図６および図１１）。CPU２２１は、ステップＳ４３において、読み取ら
れたぽキャラIDを通信部２２９を制御して、ぽキャラサービスサーバ９に送信させる。こ
のとき送信されたIDは、ぽキャラサービスサーバ９において、ユーザ（ぽキャラ人形）を
識別するのに用いられる。すなわち、このときのぽキャラIDは、ユーザを識別するための
IDとして利用されるので、ユーザIDが記憶されている場合には、それを送信するようにし
てもよい。また、ぽキャラIDとユーザIDの両方を送信するようにしてもよい。
【０１２２】
すなわち、読み取られたぽキャラIDは、LAN２１、ISP２、インターネット１を介して、ぽ
キャラサービスサーバ９に送信される。換言すれば、親友ぽキャラ人形１６１がおたち台
２３上に載置された場合、CPU２１は、ステップＳ４３において、ぽキャラサービスサー
バ９に対するログイン処理（接続処理）を実行する。
【０１２３】
このように、ユーザは、キーボードなどを利用してIDを入力する必要がないので、ぽキャ
ラサービスサーバ９に対して、簡単にアクセスすることが可能になるとともに、入力ミス
の発生が防止される。従って、例えば、キーボードの操作に不慣れな子供、女性、老人な
ども、アクセスを行うことが可能となる。
【０１２４】
ぽキャラサービスサーバ９は、ぽキャラIDを受信すると、そのぽキャラIDがぽキャラデー
タベース１０に登録されているか否かを判定する（後述する図２８のステップＳ９３）。
なお、ぽキャラデータベース１０には、親友ぽキャラのIDだけでなく、売りぽキャラのID
も登録されている。読み取ったぽキャラIDが登録されている場合には、ぽキャラサービス
サーバ９は、ぽキャラデータベース１０からカバン情報を読み出し、送信してくる（図２
８のステップＳ９８、Ｓ１０７）。
【０１２５】
また、ぽキャラサービスサーバ９は、ぽキャラIDがぽキャラデータベース１０に登録され
ていない場合には、エラー情報を送信してくる（図２８のステップＳ１０３）。
【０１２６】
そこで、ステップＳ４４において、パーソナルコンピュータ２２のCPU２２１は、ぽキャ
ラサービスサーバ９からエラー情報が受信されたか否かを判定する。
ステップＳ４４で、エラー情報（図２８のステップＳ１０３の処理で送信された情報）が
受信されたと判定された場合には、ステップＳ４５に進み、CPU２２１は、エラー処理を
実行する。すなわち、この場合には、ぽキャラIDがぽキャラデータベース１０に登録され
ていないので、ユーザは、ぽキャラに基づくサービスを利用することができないことにな
る。
【０１２７】
一方、ステップＳ４４において、エラー情報が受信されていないと判定された場合（受信
されたのが図２８のステップＳ９８、Ｓ１０７の処理で送信されたカバン情報であると判
定された場合）、ステップＳ４６に進み、CPU２２１は、ぽキャラサービスサーバ９から
送信されてきたカバン情報を受信する。ステップＳ４７において、CPU２２１は、ぽキャ
ラ到着情報をぽキャラサービスサーバ９に送信する。このぽキャラ到着情報は、後述する
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図２８のステップＳ９９において、ぽキャラサービスサーバ９により受信される。
【０１２８】
ステップＳ４８において、CPU２２１は、おたち台２３上に載置されたのが親友ぽキャラ
人形１６１であるのか否かを判定する。すなわち、ぽキャラサービスサーバ９から送信さ
れてくるカバン情報には、ステップＳ４３の処理で、ぽキャラサービスサーバ９に送信し
たぽキャラIDが親友ぽキャラのIDであるのか否かを表す親友ぽキャラフラグを含んでいる
。CPU２２１は、この親友ぽキャラフラグに基づいて、ステップＳ４８の判定処理を行う
。
【０１２９】
親友ぽキャラのカバン情報には、例えば、図１７に示されるように、キャラクタ情報、メ
ール情報、スケジュール情報、お気に入り情報、しごと情報、一押し情報、さがす情報、
コンテンツ情報、および親友ぽキャラフラグが含まれている。
【０１３０】
また、図１８に示されるように、売りぽキャラのカバン情報には、キャラクタ情報、コン
テンツ情報および親友ぽキャラフラグが含まれている。
【０１３１】
これらの情報は、後述する図３１の親友ぽキャラのぽキャラ情報、または図３２の売りぽ
キャラのぽキャラ情報に含まれていたものが、カバン情報として、送信されてくるもので
ある。これらの情報の詳細は、図３１と図３２を参照して後述する。
【０１３２】
なお、親友ぽキャラまたは売りぽキャラのカバン情報には、必要に応じて、さらに、サー
バアドレス、ライセンスID、暗号鍵などを含むライセンス情報を含めるようにすることも
できる。
【０１３３】
また、キャラクタ情報やコンテンツの画像データなどは、ICチップやパーソナルコンピュ
ータなどの端末に記憶させ、変更があったとき、更新させるようにすることも可能である
。このようにすることで、帯域の狭い回線や、データの重量で課金が行われる回線を利用
する場合に有利となる。
【０１３４】
おたち台２３上に載置されたのが親友ぽキャラ人形１６１である場合には、そのユーザに
関する処理が実行される。この場合、ステップＳ４９に進み、CPU２２１は、ステップＳ
４６の処理で受信したカバン情報に基づいて、ぽキャラ画像データを生成し、ぽキャラの
キャラクタを出力部２２７の表示部に表示させる。
【０１３５】
すなわち、パーソナルコンピュータ２２の記憶部２２８には、図７のステップＳ６の処理
で、ぽキャラサービスサーバ９から受信したぽキャラ情報が記憶されている。CPU２２１
は、カバン情報に含まれるぽキャラIDに対応するぽキャラ情報の中の親友ぽキャラのキャ
ラクタ情報を読み出し、そのパラメータに、カバン情報に含まれるパラメータの具体的な
値を設定して、親友ぽキャラの画像データを生成し、出力部２２７の表示部に出力し、親
友ぽキャラ（バーチャルな親友ぽキャラのキャラクタ）を表示させる。この親友ぽキャラ
のキャラクタは、おたち台２３上に載置された親友ぽキャラ人形１６１に対応した画像と
なっている。
【０１３６】
換言すれば、親友ぽキャラ人形１６１は、この画像（キャラクタ）に対応する形状をして
いる。従って、ユーザは、出力部２２７の表示部に表示された親友ぽキャラのキャラクタ
を見たとき、その親友ぽキャラのキャラクタがおたち台２３上に載置された親友ぽキャラ
１６１に対応するものであることを、直感的に認識することができる。
【０１３７】
このように、人形と見た目が同じぽキャラのキャラクタが表示されるので、ユーザは、利
用するサービスを容易に識別することができる。
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【０１３８】
なお、バーチャルな親友ぽキャラのキャラクタを表示するためのぽキャラ情報を、ぽキャ
ラサービスサーバ９からパーソナルコンピュータ２２に供給するようにしたが、親友ぽキ
ャラ人形１６１に、そのぽキャラ情報を記憶させておくようにしてもよい。そのようにす
れば、より迅速な表示が可能となる。
【０１３９】
また、ぽキャラサービスサーバ９から受信したぽキャラ情報、特にキャラポリゴン、テク
スチャ、モーションといったキャラクタを表示するのに必要なパラメータを含むぽキャラ
画像データは、ぽキャラサービスサーバ９から受信したとき、親友ぽキャラ人形１６１（
またはパーソナルコンピュータ２２）に保存するようにしてもよい。この場合、ぽキャラ
サービスサーバ９に対してアクセスが行われる度に、ぽキャラ画像データが更新されたか
否かが判定され、更新されていない場合には、既に保存されているぽキャラ画像データが
利用され、更新されている場合には、新たなぽキャラ画像データがぽキャラサービスサー
バ９から受信され、保存される。
【０１４０】
さらに、ぽキャラ情報には、電子メールのヘッダ部分の内容（後述する図２２に示されて
いるような、電子メールの差出人、もらった日（受信日時、メールのタイトルといったメ
ールの選択に必要な情報）を含めることができる。この場合、ユーザが電子メールの機能
を選択した時点で、メールサーバとしてのISP２に対してアクセスが行われ、電子メール
の本文がダウンロードされる。
【０１４１】
次に、ステップＳ５０において、CPU２２１は、その親友ぽキャラのカバン情報に基づい
て、親友ぽキャラが有する機能の一覧をアイコンとして、親友ぽキャラの周囲に表示させ
る。
【０１４２】
図１９と図２０は、このステップＳ４９とステップＳ５０の処理の結果の表示例を表して
いる。
【０１４３】
最初に、図１９に示されるように、親友ぽキャラのキャラクタが登場する登場口３０１が
表示される。そして、図２０に示されるように、登場口３０１から親友ぽキャラ人形１６
１に対応する親友ぽキャラのキャラクタ３１１が登録する画像がアニメーションとして表
示される。上述したように、この親友ぽキャラのキャラクタ３１１は、親友ぽキャラ人形
１６１に対応した画像となっている。
【０１４４】
親友ぽキャラのキャラクタ３１１の周囲には、親友ぽキャラのキャラクタ３１１（そのユ
ーザ）が保持している機能に対応するアイコン３２１－１乃至３２１－７が表示される。
図２０の表示例においては、アイコンの数は、７個とされているが、その数は限定される
ものではない。
【０１４５】
なお、キャラクタ３１１にカバンを持たせ、ユーザが、そのカバンをクリックしたとき、
そのカバンに含まれるアイコンを表示させるようにしてもよい。
【０１４６】
ユーザは、このようにして表示された機能に対応するアイコンの中から、所定のアイコン
を入力部２２６を構成する、例えば、マウスなどを操作して選択する
。
【０１４７】
そこで、ステップＳ５１において、CPU２２１は、１つの機能が選択されるまで待機する
。１つの機能が選択されたと判定された場合、ステップＳ５２に進み、CPU２２１は、そ
の選択された機能に対応する処理を実行する。
【０１４８】
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例えば、７個のアイコンのうち、メールに対応するアイコン３２１－３が選択された場合
、CPU２２１は、メールに対応する処理を実行する。具体的には、CPU２２１は、通信部２
２９を制御し、ぽキャラサービスサーバ９に、メール情報の読み出しを要求する。
【０１４９】
ぽキャラサービスサーバ９は、パーソナルコンピュータ２２からメール情報の取得が指令
された場合、あるいは一定時間毎に周期的に、インターネット１を介してISP２（メール
サーバとしての機能を有している）にアクセスし、そのユーザのメール情報を読み出し、
ぽキャラデータベース１０に登録する。ぽキャラサービスサーバ９は、ぽキャラデータベ
ース１０に登録したメール情報を読み出して、インターネット１からISP２,LAN２１を介
してパーソナルコンピュータ２２に送信する。
【０１５０】
CPU２２１は、読み出されたメール情報に対応する画像を出力部２２７の表示部に表示さ
せる。
【０１５１】
図２１は、この場合の表示例を表している。図２１の表示例においては、親友ぽキャラの
キャラクタ３１１の左上に、吹き出し３４１が表示され、その中に「今日は新しいメール
が４件あるね。」のメッセージが表示されている。ユーザは、この表示から自分宛に新し
いメールが４件来ていることを知ることができる。
【０１５２】
ユーザが入力部２２６のマウスを操作することで、メールの読み出しを指令すると、CPU
２２１は、例えば、図２２に示されるように、ISP２から読み出し、ぽキャラデータベー
ス１０に保持しているメールのタイトル情報をウィンドウ３５１に表示させる。ユーザは
、このようにして表示されたメールの中から所定のメールを選択することで、さらに、そ
のメールの内容を表示させることができる。
【０１５３】
ユーザが７個のアイコンのうち、スケジューラのアイコン３２１－５を選択すると、CPU
２２１は、ぽキャラサービスサーバ９にアクセスし、その親友ぽキャラのユーザのスケジ
ュール情報を、ぽキャラデータベース１０から読み出し、パーソナルコンピュータ２２に
送信することを要求する。
【０１５４】
パーソナルコンピュータ２２のCPU２２１は、このスケジュール情報を取得すると、これ
を出力部２２７の表示部に出力し、表示させる。このようにして、例えば、図２３に示さ
れるように、ウィンドウ３６１に親友ぽキャラのキャラクタ３１１のユーザのスケジュー
ルを表示させる。
【０１５５】
ユーザがマウスを操作することで、ウィンドウ３６１に表示されているスケジュールのう
ちの所定の日付をクリックすると、その日のスケジュールが、例えば、図２４に示される
ように、ウィンドウ３７１に表示される。
【０１５６】
この表示例においては、３月１日のスケジュールが表示されている。
【０１５７】
ユーザが７個のアイコンの中から着替えのアイコン３２１－２を選択すると、CPU２２１
は、ぽキャラサービスサーバ９にアクセスし、親友ぽキャラのキャラクタ３１１の着替え
を行うのに必要なGUIを取得し、例えば、図２５に示されるように、ウィンドウ３８１に
表示させる。ユーザは、このウィンドウ３８１の所定のボタンをクリックすることで、親
友ぽキャラのキャラクタ３１１のシャツやズボンを、好みのものに着替えさせることがで
きる。そのとき着ている服装は、パラメータとして記憶される。従って、ユーザが自分自
身の分身としての親友ぽキャラのキャラクタ３１１に対して飽きてしまうようなことが抑
制される。
【０１５８】



(13) JP 4547867 B2 2010.9.22

10

20

30

40

50

以上のようにして、ステップＳ５２の選択された機能に対応する処理においては、ユーザ
の選択に対応して、各種の処理が実行されることになる。この処理については、後にさら
に詳述する。
【０１５９】
次に、ステップＳ５３において、CPU２２１は、親友ぽキャラ人形１６１がおたち台２３
から取り外されたか否かを判定する。取り外されていない場合には、ステップＳ５４に進
み、CPU２２１は、ぽキャラに関する処理の終了が受信されたか否かを判定する。ユーザ
は、ぽキャラに関する処理を終了させる場合には、親友ぽキャラ１６１をおたち台２３か
ら取り外すか、または入力部２２６を操作することで、処理の終了を指令する。
【０１６０】
ステップＳ５４において、ぽキャラの処理の終了が指示されていないと判定された場合に
は、処理は、ステップＳ５１に戻り、それ以降の処理が繰り返し実行される。
【０１６１】
CPU２２１は、例えば、１秒毎など比較的短い時間間隔で、定期的にリーダライタ２４１
を制御し、おたち台２３上に載置されている親友ぽキャラ１６１のICチップ１７１からデ
ータの読み出しを指令することで、データを読み出すことができなかった場合には、親友
ぽキャラ人形１６１がおたち台２３から取り外されたと判定する。
【０１６２】
親友ぽキャラ人形１６１がおたち台２３から取り外されたと判定された場合、または、ス
テップＳ５４において、ユーザからぽキャラの処理の終了が指示されたと判定された場合
、ステップＳ５５において、CPU２２１は、カバン情報の変更履歴をぽキャラサービスサ
ーバ９に送信する。従って、この履歴は、親友ぽキャラ人形１６１がおたち台２３から取
り外されたこと、またはユーザからぽキャラの処理の終了が指示されたことを、ぽキャラ
サービスサーバ９に通知する機能を有している。この履歴は、ぽキャラサービスサーバ９
において登録される（図２９のステップＳ１０９）。
【０１６３】
なお、履歴には、更新したスケジュール、ブックマーク、キャラクタ情報（髪型、服装な
ど）、並びにユーザの思考情報などが含まれる。これらの履歴がぽキャラサービスサーバ
９に直接書き込まれている場合には、その更新処理は、ぽキャラサービスサーバ９自身が
行うことになる。
【０１６４】
さらに、ステップＳ５６において、CPU２２１は、親友ぽキャラのキャラクタ３１１が帰
る画像を出力部２２７の表示部に表示させる。
【０１６５】
図２６と図２７は、この場合の表示例を表している。
【０１６６】
図２６の表示例においては、親友ぽキャラのキャラクタ３１１の左上に吹き出し３９１が
表示され、その中に「それじゃそろそろ帰るね。」のメッセージが表示されている。その
後、図２７に示されるように、出口４０１が表示され、親友ぽキャラのキャラクタ３１１
がその出口４０１から帰る画像がアニメーション表示される。
【０１６７】
このような表示を行うことで、ユーザは、親友ぽキャラに関する処理が終了したことを直
感的に認識することができる。すなわち、親友ぽキャラ人形１６１が、おたち台２３から
取り外された場合、CPU２１は、ステップＳ５４において、ぽキャラサービスサーバ９と
の接続を解除する、ログアウト処理を実行する。
【０１６８】
以上のように、サービスの開始時に、人形と同じぽキャラ（キャラクタ）が表示され、サ
ービスが終了されるとき、その表示が終了されるので、ユーザはログインおよびログアウ
トを容易に把握することができる。その結果、ユーザが、サービスを受けるために必要な
操作を誤った期間に入力してしまい、サービスを利用することができないので、装置が故
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障していると、誤認してしまうようなことが抑制される。
【０１６９】
図１２に戻って、ステップＳ４８において、おたち台２３上に載置されたのが親友ぽキャ
ラ人形１６１ではないと判定された場合（売りぽキャラ人形１８１であると判定された場
合）、ステップＳ５７に進み、パーソナルコンピュータ２２のCPU２２１は、ステップＳ
４６の処理で受信したカバン情報に含まれる売りぽキャラのぽキャラ情報に基づいて、ぽ
キャラ画像データを生成し、出力部２２７を構成する表示部に売りぽキャラのキャラクタ
（売りぽキャラ人形１８１のバーチャル人形）を表示する。すなわち、後述する図３０乃
至図３２に示されるように、ぽキャラデータベース１０には、売りぽキャラのぽキャラ情
報とコンテンツ画像データが登録されており、このぽキャラ情報とコンテンツ画像データ
が認証情報に含めてぽキャラサービスサーバ９から送られてくる。この売りぽキャラのキ
ャラクタも売りぽキャラ人形１８１とほぼ同一の形状を有する画像（ユーザが売りぽキャ
ラ人形１８１に対応するバーチャルな人形であることを直感的に認識することが可能な画
像）とされる。
【０１７０】
ステップＳ５８において、CPU２２１は、ステップＳ４６の処理で受信したカバン情報に
含まれるコンテンツ画像データ（コンテンツ利用情報）を抽出し、そのコンテンツ画像デ
ータに基づいて、コンテンツ画像を生成し、出力部２２７の表示部に表示させる。これに
より、ユーザが購入した売りぽキャラ人形１８１に関係付けられているコンテンツに対応
するコンテンツ画像が出力部２２７に表示されることになる。このコンテンツ画像には、
例えば、関係付けられているコンテンツの説明、「この曲をダウンロードしたい場合、ア
クセスボタンをクリックして下さい」のようなメッセージ等が含まれている。
【０１７１】
そこで、ユーザは、コンテンツを取得する場合、表示されたコンテンツ画像の中のアクセ
スボタンを、入力部２２６を構成するマウスなどで操作する。
【０１７２】
CPU２２１は、ステップＳ５９において、コンテンツサーバへのアクセスが指令（アクセ
スボタンが操作）されるまで待機し、コンテンツサーバへのアクセスが指令されたと判定
された場合、ステップＳ６０に進み、CPU２２１は、ICチップ１９１に記憶されている使
用条件（図１１）を読み出す。そして、ステップＳ６１において、CPU２２１は、使用条
件が満たされているか否かを判定する。この使用条件には、例えば、コンテンツの使用期
限が含まれている。CPU２２１は、内蔵するタイマが計時する現在の日時を、使用条件に
規定されている使用期限と比較することで、使用条件が満たされているか否かを判定する
。また、使用条件として、最大使用可能回数や、プリペイド金額が規定されている場合、
その値が「０」であるか否かが判定される。
【０１７３】
ステップＳ６１において、使用条件が満たされていると判定された場合（例えば、現在の
日時が、使用期限より前であり、かつ、最大使用可能回数およびプリペイド金額が「０」
ではないと判定された場合、ステップＳ６２に進み、CPU２２１は、ICチップ１９１に記
憶されているアクセス先情報に基づいて、コンテンツサーバにアクセスし、コンテンツデ
ータの送信を要求する。これにより、例えば、図１に示されるコンテンツサーバ６に、コ
ンテンツデータの送信が要求される。
【０１７４】
この要求に基づいて、コンテンツサーバ６は、インターネット１を介してコンテンツデー
タを送信してくる（後述する図３３のステップＳ１２３）。そこで、ステップＳ６３にお
いて、パーソナルコンピュータ２２のCPU２２１は、コンテンツサーバ６から送信されて
きたコンテンツデータを、通信部２２９を介して受信する。このコンテンツデータは、記
憶部２２８に供給され、記憶される。
【０１７５】
ステップＳ６４において、CPU２２１は、ステップＳ６３の処理で受信し、記憶したコン



(15) JP 4547867 B2 2010.9.22

10

20

30

40

50

テンツデータを復号し、出力する処理を実行する。すなわち、コンテンツサーバ６から送
信されてくるコンテンツデータは暗号化されており、CPU２２１は、この暗号化されてい
るコンテンツデータを、ぽキャラサービスサーバ９から取得したライセンス情報（図３２
）に含まれる暗号鍵を用いて復号する。そして、CPU２２１は、復号して得られたコンテ
ンツデータを、出力部２２７を介して出力する。
【０１７６】
なお、暗号化コンテンツと暗号鍵をインターネット１を介して伝送すると、第３者に盗ま
れる恐れがあるので、コンテンツを再生（またはコピー）する度に、暗号化コンテンツの
暗号鍵を変更するようにすることも可能である。
【０１７７】
ステップＳ６５において、CPU２２１は、コンテンツ出力の終了が入力部２２６から入力
されたか否か（ユーザより指令されたか否か）を判定し、コンテンツ出力の終了が指令さ
れていない場合には、ステップＳ６６に進み、売りぽキャラ人形１８１がおたち台２３か
ら外されたか否かを判定する。この判定処理は、図１３のステップＳ５３の処理と同様に
行われる。
【０１７８】
ステップＳ６６において、ぽキャラ人形１８１がおたち台２３から外れていないと判定さ
れた場合、ステップＳ６５に戻り、それ以降の処理が繰り返し実行される。
【０１７９】
ステップＳ６５の処理で、コンテンツ出力の終了が指令されたと判定された場合、または
ステップＳ６６において、売りぽキャラ人形１８１がおたち台２３から外れたと判定され
た場合、ステップＳ６７に進み、CPU２２１は、コンテンツ出力を終了する。
【０１８０】
そして、ステップＳ６８において、CPU２２１は、売りぽキャラ人形１８１のICチップ１
９１に記憶されている使用条件をリーダライタ２４１を制御して、更新させる。例えば、
使用条件に最大使用可能回数（再生可能回数）が規定されている場合、その値が１だけデ
クリメントされる。例えば、最大使用可能回数が２０回などとして規定されている場合、
その値は１だけデクリメントされ、その値が「０」になったとき、使用（再生）不可とな
る。
【０１８１】
次に、ステップＳ６９において、CPU２２１は、売りぽキャラ人形１８１内のICチップ１
９１に記憶されているプリペイド金額が、コンテンツを使用する毎に減算されるようなシ
ステムである場合、そのプリペイド金額を所定の金額だけ（１回の再生分に対応する金額
だけ）減算するように更新する。ステップＳ６８とＳ６９の処理は、一方だけとしてもよ
い。
【０１８２】
ステップＳ７０において、CPU２２１は、図１３のステップＳ５６における場合と同様に
、売りぽキャラのキャラクタが帰る画像を出力部２２７の表示部に表示させる。これによ
り、ユーザは、売りぽキャラ人形１８１をおたち台２３から取り外したり、コンテンツ出
力の終了を指令したことで、コンテンツ出力が終了されたことを直感的に認識することが
可能となる。
【０１８３】
ステップＳ６１において、使用条件が満たされていないと判定された場合（使用期限が過
ぎている場合、使用回数が最大使用可能回数に達している場合、あるいは、プリペイド金
額が「０」である場合）、ステップＳ７１に進み、CPU２２１は、所定のメッセージを生
成し、出力部２２７の表示部に表示させる。これにより、例えば、再生回数が許容されて
いる回数に達した場合、「コンテンツはＮ回再生されました。さらに、コンテンツを利用
するには、新たな金額の支払いが必要です。」のようなメッセージが表示される。ユーザ
は、このメッセージの表示に基づいて、コンテンツをさらに利用したい場合には、入力部
２２６を操作して、使用条件の更新を指令する。
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【０１８４】
そこで、ステップＳ７２において、CPU２２１は、使用条件更新の要求がなされたか否か
を判定し、使用条件更新の要求がなされたと判定された場合、ステップＳ７３において、
CPU２２１は、カバン情報のコンテンツ情報に含まれるアクセス先情報（図１８）に基づ
いて、インターネット１を介してコンテンツサーバ６にアクセスする。ステップＳ７４に
おいて、CPU２２１は、コンテンツサーバ６に対して、使用条件としての最大使用可能回
数とプリペイド金額の更新を要求する。コンテンツサーバ６は、この要求に基づいて、そ
のユーザが決済可能なユーザであることが、ぽキャラサービスサーバ９から通知されたと
き、パーソナルコンピュータ２２に対して、更新データを送信してくる（図３３のステッ
プＳ１２７）。
【０１８５】
そこで、ステップＳ７５において、CPU２２１は、コンテンツサーバ６から更新データが
送信されてきたか否かを判定し、送信されてきた場合には、ステップＳ７６に進み、コン
テンツサーバ６から送信されてきた更新データを受信し、そのデータをリーダライタ２４
１を介して、ICチップ１９１に供給して、最大使用可能回数とプリペイド金額を更新させ
る。
【０１８６】
このようにして、ユーザは、最大使用可能回数とプリペイド金額の更新を要求することで
、その売りぽキャラ人形１８１を利用して、何回でもコンテンツを利用することが可能と
なる。
【０１８７】
なお、後述するように、プリペイド金額の更新が行われたとき、コンテンツサーバ６から
の要求に基づいて（図３３のステップＳ１２５）、ぽキャラサービスサーバ９がユーザに
対して課金処理を実行する（図２８のステップＳ１０５）。
【０１８８】
ステップＳ７５において、更新データが送信されてこないと判定された場合には、ステッ
プＳ７７に進み、エラー処理が実行される。
【０１８９】
すなわち、その売りぽキャラ人形１８１を使用しているユーザが、銀行口座の残高不足な
どの理由により、プリペイド金額の決済を行うことができないユーザであるとぽキャラサ
ービスサーバ９により判定された場合には、コンテンツサーバ６は、パーソナルコンピュ
ータ２２に対してエラーメッセージを通知してくる（図３３のステップＳ１１８）。この
場合には、CPU２２１は、更新データが送られてこないので、エラー処理を実行する。具
体的には、CPU２２１は、出力部２２７の表示部に、例えば、「コンテンツを利用するこ
とができません。」のようなメッセージを表示させる。
【０１９０】
ステップＳ７２において、ユーザから使用条件更新の要求が要求されていないと判定され
た場合には、ステップＳ７３乃至ステップＳ７７の処理はスキップされる。
【０１９１】
なお、ICチップを内蔵するクレジットカードをおたち台上に載置して、そのクレジットカ
ードからプリペイド金額を決済するようにしてもよい。
【０１９２】
次に、図２８と図２９のフローチャートを参照して、以上の図１２乃至図１６のフローチ
ャートに示されるパーソナルコンピュータ２２の処理に対応して実行されるぽキャラサー
ビスサーバ９の処理について説明する。
【０１９３】
ステップＳ９１において、ぽキャラサービスサーバ９のCPU１９１は、パーソナルコンピ
ュータ２２からぽキャラIDを受け取ったか否かを判定し、受け取っていないと判定した場
合には、ステップＳ１０８に進み、ぽキャラの履歴を受信したか否かを判定する。ステッ
プＳ１０８において、ぽキャラの履歴が受信されていないと判定された場合、ステップＳ
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１１０に進み、CPU１２１は、コンテンツサーバ６から決済の要求を受けたか否かを判定
し、決済の要求を受けていないと判定した場合には、ステップＳ９１に戻り、それ以降の
処理を繰り返し実行する。
【０１９４】
ステップＳ９１において、ぽキャラIDを受け取ったと判定した場合、CPU１２１は、ステ
ップＳ９２に進み、パーソナルコンピュータ２２から受け取った（図１２のステップＳ４
３の処理でパーソナルコンピュータ２２から送信された）ぽキャラIDを、ぽキャラデータ
ベース１０から検索する。
【０１９５】
ぽキャラデータベース１０には、例えば、図３０乃至図３２に示されるように、ユーザ情
報とぽキャラ情報が記憶されている。ユーザ情報（図３０）には、ユーザを識別するユー
ザID、ユーザの氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、ファックス番号、メールアドレ
ス、そのユーザを登録した登録日などの他、ユーザのクレジットカード番号、銀行口座番
号などが記録されている。
【０１９６】
ぽキャラ情報には、親友ぽキャラのぽキャラ情報（図３１）と、売りぽキャラのぽキャラ
（図３２）がある。
【０１９７】
親友ぽキャラのぽキャラ情報には、そのユーザが有する親友ぽキャラ人形のぽキャラID、
ユーザID、そのぽキャラが親友ぽキャラであるのか、売りぽキャラであるのかを表す親友
ぽキャラフラグ、あるいはまた、そのぽキャラの服装に関するパラメータに代表される、
そのぽキャラを表示するのに必要なぽキャラのキャラクタデータなどが含まれている。
【０１９８】
ぽキャラ情報として、さらに、親友ぽキャラが有する各種の機能に関する情報も登録され
ている。図３１の例では、メール情報、スケジュール情報、お気に入り情報、しごと情報
、一押し情報、さがす情報などが記憶されている。メール情報は、そのユーザ宛にいまま
で送信されてきたメール、あるいはそのユーザがいままでに送信したメールなどが記憶さ
れている。
【０１９９】
スケジュール情報には、そのユーザの現在および過去のスケジュールや、ユーザが入力し
た覚え書きが記録されている。また、このスケジュールには、ぽキャラが実行する各種の
イベントの情報なども記録されている。
【０２００】
お気に入り情報には、ユーザがブックマークを付加したホームページのURLなどが記憶さ
れる。
【０２０１】
しごと情報には、ユーザが自分自身が保持する端末（ハードウェア）に関して、予め登録
しておくことにより、受けることが可能なサービスに関する情報が登録されている。この
しごと情報の中には、また、ユーザが一時的に預けたデータも記憶されている。
【０２０２】
一押し情報には、親友ぽキャラがそのユーザの思考を分析することで、自ら集めたお勧め
コンテンツが登録されている。
【０２０３】
さがす情報には、検索エンジンや、ユーザが予め検索することを指令した売りぽキャラに
関する情報が記録される。
【０２０４】
ぽキャラ情報としては、また、親友ぽキャラのキャラクタがネットワーク上の所定の装置
に実際に表示されている位置を表す現在位置が登録されている。これにより、親友ぽキャ
ラのキャラクタがネットワーク上の装置において、２つ以上の位置で同時に表示されるよ
うなことが防止される（表示の排他性が実現される）。換言すれば、他のユーザが真のユ
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ーザの親友ぽキャラ人形１６１に成りすます他の親友ぽキャラ人形を利用して、ユーザの
情報を盗むようなことが抑制される。すなわち、ぽキャラサービスサーバ９は、現在位置
以外から親友ぽキャラIDが送信されてきたとき、エラー処理を実行する。その結果、ネッ
トワーク上の装置には、１個の親友ぽキャラのキャラクタのみが表示される。
【０２０５】
また、２以上の装置から同時にぽキャラサービスサーバ９に対するアクセスが行われるこ
とによるデータの不整合性を防止することが可能となる。換言すれば、１人のぽキャラが
複数の装置を行き来するようにすることで、ユーザに対して、排他的アクセスを直感的に
理解させることが可能となる。
【０２０６】
ぽキャラ情報には、さらに、そのユーザが取得したコンテンツ情報と、そのコンテンツを
使用するのに必要なライセンス情報なども記録される。コンテンツ情報には、コンテンツ
を識別するコンテンツIDや、そのコンテンツにアクセスするために必要なアクセス情報な
ども含まれている。ライセンス情報には、ライセンスを識別するライセンスID、暗号化さ
れているコンテンツを復号する暗号鍵、ライセンスを取得するときアクセスするライセン
スサーバのアドレスといった情報が記録される。
【０２０７】
売りぽキャラのぽキャラ情報（図３２）には、ぽキャラID、親友ぽキャラフラグ、キャラ
クタ情報、コンテンツ情報、ライセンス情報の他、コンテンツ利用情報が含まれている。
【０２０８】
CPU１２１は、ステップＳ９２における検索の結果、ぽキャラIDがぽキャラデータベース
１０に登録されていたか否かを、ステップＳ９３において判定する。
ぽキャラIDが登録されている場合には、ステップＳ９４に進み、CPU１２１は、受け取っ
たぽキャラIDが親友ぽキャラのIDであるか否かを判定する。上述したように、この判定は
、親友ぽキャラフラグから行うことができる。
【０２０９】
ぽキャラIDが親友ぽキャラのIDであると判定された場合、ステップＳ９５に進み、CPU１
２１は、ぽキャラデータベース１０からぽキャラ情報（図３１）を読み出す。
【０２１０】
ステップＳ９６において、CPU１２１は、読み出したぽキャラ情報に記憶されている親友
ぽキャラの現在位置から、親友ぽキャラの現在位置が、ぽキャラサービスサーバ９内であ
るか否かを判定する。親友ぽキャラの現在位置がぽキャラサービスサーバ９内であると判
定された場合、ステップＳ１０３に進み、CPU１２１は、パーソナルコンピュータ２２に
対して、エラー情報を送信する。
【０２１１】
すなわち、この場合、親友ぽキャラの現在位置がぽキャラサービスサーバ９内であるにも
関わらず、それ以外の装置から、親友ぽキャラ人形１６１に基づくアクセスがあったこと
になるので、なりすましのアクセスである恐れがある。従って、この場合には、エラー処
理が行われることになる。
【０２１２】
ステップＳ９６において、親友ぽキャラの現在位置が、ぽキャラサービスサーバ９内では
ないと判定された場合、ステップＳ９７に進み、CPU１２１は、ぽキャラデータベース１
０からカバン情報を読み出す。そして、ステップＳ９８において、CPU１２１は、読み出
したカバン情報をパーソナルコンピュータ２２に送信する。
【０２１３】
ステップＳ９９において、CPU１２１は、ぽキャラ到着情報を受信したか否かを判定する
。上述したように、パーソナルコンピュータ２２は、カバン情報を受信すると、ぽキャラ
到着情報を送信してくる（図１２のステップＳ４７）。ステップＳ９８の処理で、カバン
情報を送信したにも関わらず、ぽキャラ到着信号が受信されない場合には、異常な状態が
発生していることが予想される。そこで、ステップＳ１０３に進み、CPU１２１は、エラ
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ー情報をパーソナルコンピュータ２２に送信する。
【０２１４】
これに対して、ステップＳ９９において、ぽキャラ到着信号が受信されたと判定された場
合、ステップＳ１００に進み、CPU１２１は、親友ぽキャラの現在位置を、パーソナルコ
ンピュータ２２上であるとして、ぽキャラデータベース１０に登録（更新）する。すなわ
ち、いま、親友ぽキャラがパーソナルコンピュータ２２に到着したことになるので、親友
ぽキャラの現在位置がパーソナルコンピュータ２２として登録される。
【０２１５】
上述したように、パーソナルコンピュータ２２のユーザが、その親友ぽキャラのキャラク
タ３１１が有する機能のうちの１つの機能を選択すると、その選択されたぽキャラの機能
に関する情報が、パーソナルコンピュータ２２から送信されてくる（図１３のステップＳ
５２）。
【０２１６】
ステップＳ１０１において、ぽキャラサービスサーバ９のCPU１２１は、親友ぽキャラの
キャラクタ３１１の機能が選択されたか否かを判定し、選択されたと判定された場合には
、ステップＳ１０２に進み、その選択された機能に対応する処理を実行する。これにより
、例えば、メールに関する機能が選択された場合には、メール情報として登録されている
情報がパーソナルコンピュータ２２に送信される。スケジュールに関する機能が選択され
た場合には、登録されているスケジュールに関する情報がパーソナルコンピュータ２２に
送信される。
【０２１７】
ステップＳ１０１において、ぽキャラの機能が選択されていないと判定された場合には、
ステップＳ１０２の処理はスキップされ、処理はステップＳ９１に戻り、それ以降の処理
が繰り返し実行される。
【０２１８】
ステップＳ９４において、取得されたぽキャラIDが親友ぽキャラ人形１６１のIDではない
と判定された場合（売りぽキャラ人形のIDであると判定された場合）、ステップＳ１０４
に進み、CPU１２１は、その売りぽキャラ人形に対応するサーバ（上述した売りぽキャラ
人形１８１に対応するIDの場合、コンテンツサーバ６）に通知する。後述するように、コ
ンテンツサーバ６は、ぽキャラサービスサーバ９からこの通知を受け取った場合、さらに
、パーソナルコンピュータ２２からコンテンツデータの送信の要求を受けたとき、コンテ
ンツデータを読み出し、パーソナルコンピュータ２２に送信する処理を実行する（後述す
る図３３のステップＳ１２１乃至ステップＳ１２３）。
【０２１９】
なお、ぽキャラサービスサーバ９は、各種のコンテンツ提供者あるいはサービス提供者が
提供するコンテンツまたはサービスに対応する売りぽキャラ人形に関する管理も行ってお
り、ぽキャラデータベース１０には、図３２に示されるように、全ての売りぽキャラ人形
１８１に対応するバーチャルな売りぽキャラ人形のキャラクタを表示するのに必要なぽキ
ャラ情報として、ぽキャラID、コンテンツIDにより特定されるコンテンツに付随するコン
テンツ画像（例えば、コンテンツが、所定の歌手の曲のオーディオデータである場合、曲
のタイトル、歌詞、歌手の映像）を表示させるのに必要なコンテンツ画像データ（コンテ
ンツ利用情報）、コンテンツ情報等が登録されている。このコンテンツ情報の中には、ユ
ーザがその売りぽキャラIDを送信してきたとき、ユーザからのアクセスがあったことを通
知するアクセス先（ネットワーク上のアドレス）が含まれている。CPU１２１は、このア
クセス先（通知先）に通知を行うことになる。
【０２２０】
次に、ステップＳ１０５において、CPU１２１は、課金処理を実行する。すなわち、この
システムにおいては、ユーザが売りぽキャラ人形１８１をおたち台２３上に載置して、所
定のサービスの提供を受けるとき、その都度そのサービスの提供を受けるための対価を支
払うことになる。
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【０２２１】
具体的には、ぽキャラサービスサーバ９のCPU１２１は、通信部１２９を介して課金サー
バ１３にアクセスし、そのユーザのクレジットカード番号、または銀行口座番号に対する
課金処理を要求する。課金サーバ１３は、この要求に基づいて、所定の金額の課金処理を
実行する。
【０２２２】
このようにして、ぽキャラサービスサーバ９の管理者は、ユーザが売りぽキャラ人形１８
１を利用することに基づいて収益を上げることができる。
【０２２３】
なお、この課金処理は、ユーザに対して行うのではなく、売りぽキャラ人形１８１を販売
した管理者に対して行うようにすることもできる。
【０２２４】
次に、ステップＳ１０６において、CPU１２１は、ぽキャラデータベース１０から売りぽ
キャラのカバン情報（図１８）を読み出し、ステップＳ１０７において、そのカバン情報
をパーソナルコンピュータ２２に送信する。
【０２２５】
ステップＳ１０７の処理の後、処理はステップＳ９１に戻り、それ以降の処理が繰り返し
実行される。
【０２２６】
なお、例えば売りぽキャラ人形１８１が占いに関するぽキャラ人形であるような場合、そ
の占いのコンテンツのデータ量がそれほど多くないようなとき、図１８のカバン情報に、
占いのコンテンツのデータも保存しておき、ぽキャラ呼び出し時に、そのコンテンツのデ
ータをぽキャラのキャラクタと同時に表示させるようにすることも可能である。
【０２２７】
ステップＳ１０８において、CPU１２１は、ぽキャラの履歴を受信したと判定した場合、
ステップＳ１０９に進み、ぽキャラの履歴をぽキャラデータベース１０に登録する（更新
する）処理を実行する。その後、処理はステップＳ９１に戻り、それ以降の処理が繰り返
し実行される。
【０２２８】
このようにして、例えば図１３のステップＳ５５の処理で、ぽキャラの履歴がパーソナル
コンピュータ２２から送信されてきた場合には、その履歴に基づいて、ぽキャラデータベ
ース１０が更新されることになる。
【０２２９】
ステップＳ１１０において、コンテンツサーバ６から決済の要求（後述する図３３のステ
ップＳ１２５の処理）を受けたと判定した場合、ステップＳ１１１に進み、CPU１２１は
、コンテンツサーバ６から要求されたユーザに対する決済処理を行う。具体的には、CPU
１２１は、ぽキャラデータベース１０のユーザ情報（図３０）に登録されているそのユー
ザのクレジットカード番号または銀行口座番号に関して、過去に、決済不能となった事例
が存在するか否かを調べる。そして、ステップＳ１１２において、CPU１２１は、その調
べた結果（決済結果）を、コンテンツサーバ６に通知する。
【０２３０】
その後、処理はステップＳ９１に戻り、それ以降の処理が繰り返し実行される。
【０２３１】
次に、図３３のフローチャートを参照して、ユーザが売りぽキャラ人形１８１をおたち台
２３上に載置して、コンテンツの提供を受ける場合におけるコンテンツサーバ６の処理に
ついて説明する。
【０２３２】
コンテンツサーバ６のCPU１２１は、ステップＳ１２１において、通信部１２９を介して
ぽキャラサービスサーバ９からパーソナルコンピュータ２２からのアクセスがあったこと
の通知（図２８のステップＳ１０４で送信される通知）を受け取ったか否かを判定する。
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ぽキャラサービスサーバ９から通知を受け取っていないと判定した場合には、ステップＳ
１２４に進み、CPU１２１は、パーソナルコンピュータ２２からプリペイド金額（または
最大使用可能回数）の更新の要求（図１６のステップＳ７４）を受け取ったか否かを判定
する。CPU１２１は、プリペイド金額（または最大使用可能回数）の更新の要求を受け取
っていないと判定した場合には、処理を終了させる。
【０２３３】
ステップＳ１２１において、CPU１２１は、ぽキャラサービスサーバ９から通知を受け取
ったと判定した場合、ステップＳ１２２に進み、その通知に記述されているパーソナルコ
ンピュータ２２からコンテンツデータの送信の要求（図１４のステップＳ６２）を受けた
か否かを判定する。パーソナルコンピュータ２２からコンテンツデータの送信の要求を受
けた場合には、ステップＳ１２３に進み、CPU１２１は、記憶部１２８に記憶されている
暗号化されているコンテンツデータを読み出し、通信部１２９からパーソナルコンピュー
タ２２に送信する。
【０２３４】
なお、このコンテンツデータは、予め暗号化された状態で記憶部１２８に記憶させておい
てもよいが、送信する度に暗号化するようにすることも可能である。
【０２３５】
ステップＳ１２１で取得するぽキャラサービスサーバ９からの通知は、コンテンツを特定
する情報を含んでいる必要がある。この情報はコンテンツIDでもよいが、コンテンツと売
りぽキャラ人形１８１とが、１対１に対応している場合には、ぽキャラIDでもよい。
【０２３６】
ステップＳ１２２において、パーソナルコンピュータ２２からコンテンツデータの送信の
要求を受けていないと判定された場合には、ステップＳ１２３の処理はスキップされる。
【０２３７】
すなわち、ぽキャラサービスサーバ９から通知を受けたとしても、結局その通知に記述さ
れているパーソナルコンピュータ２２のユーザが、コンテンツデータの送信を要求してこ
なかった場合には、コンテンツデータの送信は行われないことになる。
【０２３８】
ステップＳ１２４において、パーソナルコンピュータ２２からプリペイド金額（または最
大使用可能回数）の更新の要求を受けたと判定された場合、ステップＳ１２５に進み、CP
U１２１は、ぽキャラサービスサーバ９に対して、決済を要求する。この要求に基づいて
、ぽキャラサービスサーバ９は、売りぽキャラ人形１８１を利用しているユーザに対して
決済処理を行い、その決済結果をコンテンツサーバ６に通知してくる（上述した図２９の
ステップＳ１１１，Ｓ１１２）。
【０２３９】
ステップＳ１２６において、コンテンツサーバ６のCPU１２１は、ステップＳ１２５の要
求に基づいて、ぽキャラサービスサーバ９から送信されてきた通知に基づいて、決済がOK
であったか否かを判定する。決済がOKであった場合には、ステップＳ１２７に進み、CPU
１２１は、パーソナルコンピュータ２２に対して、プリペイド金額（または、最大使用可
能回数）を更新するための更新データを送信する。上述したように、パーソナルコンピュ
ータ２２は、この更新データに基づいて、売りぽキャラ人形１８１のICチップ１９１のプ
リペイド金額（または、最大使用可能回数）を更新する（図１６のステップＳ７６）。こ
れにより、ユーザは、再びコンテンツを利用することが可能となる。
【０２４０】
ステップＳ１２６において、ぽキャラサービスサーバ９からの通知が、決済がOKでなかっ
たことを表している場合には、ステップＳ１２８に進み、CPU１２１は、エラー処理を実
行する。すなわち、このとき、CPU１２１は、パーソナルコンピュータ２２に対してコン
テンツを提供することができないようなメッセージを出力する。ユーザは、これにより、
プリペイド金額（または、最大使用可能回数）の更新ができなかったことを知ることがで
きる。このメッセージは、図１６のステップＳ７６において、パーソナルコンピュータ２
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２において表示される。
【０２４１】
次に、おたち台２３上に、親友ぽキャラ人形１６１を載置して、ユーザがコンテンツサー
バ７からコンテンツを取得し、ライセンスサーバ８からそのコンテンツを使用するのに必
要なライセンスを取得する処理について説明する。この処理は、図１３のステップＳ５２
における選択された機能に対応する処理の１つとして実行される。すなわち、この処理は
、ユーザが親友ぽキャラのキャラクタ３１１が有する機能のうち、コンテンツ取得処理の
機能を選択したとき開始される。
【０２４２】
ステップＳ１３１において、パーソナルコンピュータ２２のCPU２２１は、コンテンツサ
ーバ７にアクセスし、コンテンツの送信を要求する。アクセスするアドレスは、必要に応
じてユーザが調べるものである。
【０２４３】
後述するように、コンテンツサーバ７は、アクセスしてきたパーソナルコンピュータ２２
に対して、コンテンツIDとライセンスIDを付加してコンテンツデータを送信してくる（後
述する図３５のステップＳ１４２）。そこで、ステップＳ１３２において、パーソナルコ
ンピュータ２２のCPU２２１は、コンテンツサーバ７からインターネット１を介して送信
されてくるコンテンツデータを受信すると、ステップＳ１３３において、そのコンテンツ
データを記憶部２２８に供給し、記憶させる。
【０２４４】
次に、ステップＳ１３４において、CPU２２１は、いま取得したコンテンツを識別するコ
ンテンツID、記憶したコンテンツデータにアクセスするためのアクセス情報（記憶部２２
８からコンテンツデータを読み出すために必要な情報）、並びにいま取得したコンテンツ
に対するライセンスを発行するライセンスサーバ（図１のシステムの場合、ライセンスサ
ーバ８）のネットワーク上のアドレス（このアドレスは、コンテンツサーバ７からコンテ
ンツデータに付随して送信されてくる）を、ぽキャラサービスサーバ９に送信する。
【０２４５】
パーソナルコンピュータ２２のこのようなアクセスに対応してコンテンツサーバ７は、図
３５のフローチャートに示される処理を実行する。
【０２４６】
すなわち、ステップＳ１４１において、コンテンツサーバ７のCPU１２１は、パーソナル
コンピュータ２２からアクセスを受けると、ステップＳ１４２において、記憶部１２８に
記憶しているコンテンツデータを読み出し、パーソナルコンピュータ２２に送信する。こ
のとき、CPU１２１は、コンテンツIDと、そのコンテンツを使用するのに必要なライセン
スを識別するライセンスIDも同時に送信する。なお、このコンテンツデータも暗号化され
ている。
【０２４７】
また、パーソナルコンピュータ２２の図３４のステップＳ１３４の処理に対応してぽキャ
ラサービスサーバ９は、図３６のフローチャートに示される処理を実行する。
【０２４８】
最初に、ステップＳ１５１において、ぽキャラサービスサーバ９のCPU１２１は、パーソ
ナルコンピュータ２２がステップＳ１３４の処理で送信するコンテンツID、アクセス情報
、並びにライセンスサーバのアドレスを受信する。ステップＳ１５２において、CPU１２
１は、ステップＳ１５１の処理で受信したコンテンツID、アクセス情報、並びにライセン
スサーバのアドレスを、一緒に送信されてきた親友ぽキャラIDに対応して、ぽキャラデー
タベース１０に記憶する。
【０２４９】
次に、ステップＳ１５３において、CPU１２１は、ユーザがコンテンツを取得した処理に
対応する課金処理を実行する。すなわち、コンテンツの対価の分の金額の決済を課金サー
バ１３に要求する。課金サーバ１３は、この要求に基づいて、ユーザに対して課金処理を
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実行する。
【０２５０】
なお、このコンテンツの提供に対する課金処理は、ライセンス提供時に課金を行うように
することで、省略することも可能である。コンテンツの提供に対して課金するのではなく
、ライセンスの提供時に課金を行うようにすることで、ユーザは、金額の心配をせずに、
コンテンツを任意の端末に、複数回、受信、記憶させることができる。従って、それだけ
コンテンツを効率的に配信することが可能となる。
【０２５１】
また、再生したい装置にコンテンツを予め記憶させておくことにより、装置が接続されて
いる回線の容量が遅くても、高品質のコンテンツをその装置で利用することが可能となる
。
【０２５２】
ユーザは、このようにしてコンテンツを取得しただけでは、コンテンツを利用することが
できない。すなわち、コンテンツを利用するには、コンテンツを利用するために必要なラ
イセンスをさらに取得する必要がある。そこで、パーソナルコンピュータ２２は、ライセ
ンスを取得するために、図３７のフローチャートに示される処理を実行する。
【０２５３】
この処理も図１３のステップＳ５２における選択された機能に対応する処理の１つとして
実行される。
【０２５４】
ステップＳ１７１において、パーソナルコンピュータ２２のCPU２２１は、ぽキャラサー
ビスサーバ９にアクセスする。ステップＳ１７２において、CPU２２１は、ぽキャラサー
ビスサーバ９にコンテンツIDに対応するライセンスの取得を要求する。このコンテンツID
は、図３４のステップＳ１３２の処理で受信したコンテンツデータに含まれているもので
ある。
【０２５５】
このように、ライセンスの取得を要求すると、後述するように、ぽキャラサービスサーバ
９は、ライセンスサーバにアクセスし、ライセンスを取得する。そして、ライセンスを取
得したとき、パーソナルコンピュータ２２に対してライセンスの取得を通知してくる（後
述する図３８のステップＳ１９４，Ｓ１９５）。
【０２５６】
そこで、ステップＳ１７３において、CPU２２１は、ぽキャラサービスサーバ９から送信
されてきたライセンス取得の通知を受信する。CPU２２１は、この通知の結果を出力部２
２７の表示部に出力し、表示させる。これにより、ユーザは、ライセンスを取得したこと
を知ることができる。
【０２５７】
次に、図３７のパーソナルコンピュータ２２のライセンス取得処理に対応して実行される
ぽキャラサービスサーバ９の処理について、図３８のフローチャートを参照して説明する
。
【０２５８】
ステップＳ１９１において、ぽキャラサービスサーバ９のCPU１２１は、パーソナルコン
ピュータ２２からライセンス取得処理の要求（図３７のステップＳ１７２の処理で出力さ
れた要求）を受信する。ステップＳ１９２において、CPU１２１は、ユーザはコンテンツ
を有しているか否かを判定する。ユーザがコンテンツを取得している場合、ぽキャラデー
タベース１０にそのコンテンツにアクセスするためのアクセス情報が記憶されている（図
３６のステップＳ１５２）。そこで、このアクセス情報に基づいて、CPU１２１は、ユー
ザがコンテンツを有しているか否かを判定することができる。
【０２５９】
ステップＳ１９２において、ユーザがコンテンツを取得していると判定した場合、ステッ
プＳ１９３に進み、CPU１２１は、コンテンツIDに対応するライセンスサーバにアクセス
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し、ユーザに対するライセンスの発行を要求する。図３６のステップＳ１５２の処理で、
ユーザがコンテンツを既に取得している場合には、そのコンテンツを利用するのにライセ
ンスサーバのアドレスもぽキャラデータベース１０に登録されている。また、そのライセ
ンスを発行するライセンスサーバのアドレスも登録されている。
【０２６０】
ライセンスサーバ８は、ぽキャラサービスサーバ９からライセンスの発行を要求されると
、ライセンスを発行し、ぽキャラサービスサーバ９に送信してくる（後述する図３９のス
テップＳ２１２）。
【０２６１】
そこで、ステップＳ１９４において、CPU１２１は、ライセンスサーバ８から送信されて
きた暗号鍵（暗号化されているコンテンツを復号するための鍵）とライセンスIDを、親友
ぽキャラIDとコンテンツIDに対応してぽキャラデータベース１０に記憶する。
【０２６２】
次に、ステップＳ１９５において、CPU１２１は、ライセンスが取得されたことをユーザ
（パーソナルコンピュータ２２）に通知する。
【０２６３】
そして、ステップＳ１９６において、CPU１２１は、ライセンス取得処理に対応する課金
処理を実行する。すなわち、CPU１２１は、ライセンスに対応する対価の決済を課金サー
バ１３に要求する。課金サーバ１３は、この要求に基づいて決済処理を実行する。
【０２６４】
ステップＳ１９２において、ユーザはコンテンツを有していないと判定された場合、ステ
ップＳ１９７に進み、エラー処理が実行される。すなわち、この場合には、ユーザは、コ
ンテンツを有していないので、ライセンスを取得する必要がない。そこで、エラー処理が
実行される。具体的には、CPU１２１は、パーソナルコンピュータ２２に対してエラーメ
ッセージを送信する。パーソナルコンピュータ２２は、ステップＳ１７３において、この
場合、ライセンス取得の通知ではなく、エラーメッセージを受信することになる。
【０２６５】
ぽキャラサービスサーバ９からのアクセスに対応して、ライセンスサーバ８は、図３９の
フローチャートに示される処理を実行する。
【０２６６】
ステップＳ２１１において、ライセンスサーバ８のCPU１２１は、ぽキャラサービスサー
バ９からライセンス発行の要求を受け取ったか否かを判定し、ライセンス発行の要求を受
け取ったと判定したとき、ステップＳ２１２に進み、要求に含まれるコンテンツIDに対応
するライセンス（暗号化されているコンテンツを復号するための暗号鍵とライセンスID）
を記憶部１２８から読み出し、ぽキャラサービスサーバ９に送信する。
【０２６７】
ステップＳ２１１において、ぽキャラサービスサーバ９からライセンス発行の要求を受け
ていないと判定された場合、ステップＳ２１２の処理は実行されない。
【０２６８】
以上のようにして、ユーザは、コンテンツとライセンスを取得すると、コンテンツを使用
する（再生する）ことが可能となる。
【０２６９】
次に、図４０のフローチャートを参照して、この場合の処理について説明する。
【０２７０】
この場合の処理もユーザがおたち台２３上に親友ぽキャラ人形１６１を載置して、１つの
機能を選択した場合の、図１３のステップＳ５２の選択された機能に対応する処理の１つ
として実行される。
【０２７１】
ステップＳ２３１において、パーソナルコンピュータ２２のCPU２２１は、ぽキャラサー
ビスサーバ９にアクセスする。ステップＳ２３２において、CPU２２１は、ぽキャラサー
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ビスサーバ９に対してコンテンツIDを指定して、コンテンツの再生を要求する。この要求
に基づいて、ぽキャラサービスサーバ９は、ユーザがコンテンツとライセンスを取得して
いれば、コンテンツデータが保持されているアクセス先にアクセスしてコンテンツデータ
を取得する。この例の場合、パーソナルコンピュータ２２に、コンテンツデータが保持さ
れているので、ぽキャラサービスサーバ９からパーソナルコンピュータ２２に、コンテン
ツデータの送信を要求してくる（後述する図４１のステップＳ２７）。ステップＳ２３３
で、この要求を受信すると、CPU２２１は、指定されたアクセス先のコンテンツデータを
読み出し、ぽキャラサービスサーバ９に送信する。
【０２７２】
ぽキャラサービスサーバ９は、受信した、暗号化されているコンテンツデータを暗号鍵を
用いて復号し、復号したコンテンツデータを送信してくる（後述する図４１のステップＳ
２７５，ステップＳ２７６）。
【０２７３】
そこで、ステップＳ２３４において、CPU２２１は、ぽキャラサービスサーバ９から送信
されてくるコンテンツデータを受信する。上述したように、このコンテンツデータは、既
に復号されている。従って、パーソナルコンピュータ２２は、暗号鍵を保持する必要がな
く、また、その暗号鍵に基づいて復号する処理を行う必要がない。その結果、例えば、携
帯電話機、PDA(Personal Digital Assistants)といった携帯性を重んじる必要性から複雑
な処理を実行することが困難である携帯用の機器においても、コンテンツを再生すること
が容易となる。
【０２７４】
ステップＳ２３５において、CPU２１１は、ステップＳ２３４の処理で受信されたコンテ
ンツを出力部２２７の表示部とスピーカから出力する。これにより、ユーザは、コンテン
ツを視聴することができる。
【０２７５】
次に、ステップＳ２３６において、CPU２２１は、プリペイド金額を減額する処理を実行
する。この処理は、親友ぽキャラ人形１６１のICチップ１７１に対して、上述した売りぽ
キャラ人形１８１のICチップ１９１における場合と同様に実行される。
【０２７６】
ICチップ１７１にプリペイド金額が記憶されていない場合には、この処理は省略される。
【０２７７】
ステップＳ２３７において、CPU２２１は、減額されたプリペイド金額と再生回数を含む
履歴を、ぽキャラサービスサーバ９に送信する。ぽキャラサービスサーバ９は、この履歴
に基づいて、ぽキャラデータベース１０を更新する（上述した図２９のステップＳ１０９
）。
【０２７８】
パーソナルコンピュータ２２の図４０に示されるフローチャートの処理に対応して、ぽキ
ャラサービスサーバ９は、図２８のステップＳ１０２の選択されたぽキャラの機能に対応
する処理の１つとして、図４１のフローチャートに示されるような処理を実行する。
【０２７９】
ステップＳ２７１において、ぽキャラサービスサーバ９のCPU１２１は、パーソナルコン
ピュータ２２からコンテンツ再生の要求（コンテンツIDを含んでいる）を受け取るまで待
機し、受け取ったとき、ステップＳ２７２において、要求を送信してきたユーザは、コン
テンツIDに対応するライセンスを取得しているか否かを判定する。この判定は、パーソナ
ルコンピュータ２２から送信されてくる要求に含まれるコンテンツIDに対応して、ライセ
ンスIDがぽキャラデータベース１０に登録されているか否かから判定することができる。
もちろん、この場合、ぽキャラIDとユーザIDの少なくとも一方は、図１２のステップＳ４
３の処理で、パーソナルコンピュータ２２から送信され、図２８のステップＳ９１の処理
で、ぽキャラサービスサーバ９に、既に受信されている。
【０２８０】
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ユーザがコンテンツIDに対応するライセンスを取得している場合には、ステップＳ２７３
に進み、CPU１２１は、ステップＳ２７３において、アクセス情報に基づいて、コンテン
ツデータを保持するソースにアクセスする。図３４を参照して説明したように、親友ぽキ
ャラを利用してコンテンツデータを取得し、内蔵する記憶部にそのコンテンツデータを記
録したとき、その装置（いまの場合、パーソナルコンピュータ２２）は、そのコンテンツ
データにアクセスするためのアクセス情報をぽキャラサービスサーバ９に送信し（図３４
のステップＳ１３４）、ぽキャラサービスサーバ９は、このアクセス情報を、ぽキャラデ
ータベース１０に登録している（図３６のステップＳ１５２）。従って、CPU１２１は、
このアクセス情報に基づいて、コンテンツデータを取得することができる。具体的には、
いまの場合、CPU１２１は、パーソナルコンピュータ２２にアクセスし、記憶部２２８に
記憶されているコンテンツデータの読み出しを要求する。
【０２８１】
この要求に基づいて、パーソナルコンピュータ２２は、コンテンツデータをぽキャラサー
ビスサーバ９から指定された位置（アクセス先情報で指定される記憶部２２８）から読み
出し、送信してくる（図４０のステップＳ２３３）。そこで、CPU１２１は、ステップＳ
２７４において、コンテンツデータを保持する装置から送信されてくるコンテンツデータ
を受信する。いまの場合、CPU１２１は、パーソナルコンピュータ２２が送信してくるコ
ンテンツデータを受信する（もちろん、アクセスしてきたパーソナルコンピュータ２２以
外の装置にコンテンツデータが保持されている場合には、その装置にアクセスし、コンテ
ンツデータが受信される）。
【０２８２】
ステップＳ２７５において、CPU１２１は、パーソナルコンピュータ２２から送信されて
きたコンテンツデータを、暗号鍵を用いて復号する。この暗号鍵は、そのコンテンツを再
生するために必要なライセンスの１つとして取得され、ぽキャラデータベース１０に記憶
されているものである（図３８のステップＳ１９４）。
【０２８３】
次に、ステップＳ２７６において、CPU１２１は、ステップＳ２７５の処理で復号したコ
ンテンツを、アクセスしてきたパーソナルコンピュータ２２（親友ぽキャラのキャラクタ
３１１が現在位置する装置）に送信する。上述したように、このコンテンツデータがパー
ソナルコンピュータ２２において受信され、出力される（図４０のステップＳ２３４，Ｓ
２３５）。
【０２８４】
このように、暗号鍵をぽキャラサービスサーバ９に記憶させるようにすれば、暗号鍵が外
部に出ることがなくなるので、暗号鍵が盗まれる恐れが少なくなる。
その結果、暗号化コンテンツの解読が困難となり、セキュリティが向上する。
【０２８５】
その後、パーソナルコンピュータ２２からコンテンツ再生が終了したタイミングで履歴情
報が送信されてくる（図４０のステップＳ２３７）。そこで、ステップＳ２７８において
、CPU１２８は、パーソナルコンピュータ２２から送信されてきた履歴を受信し、その履
歴に基づいて、ぽキャラデータベース１０の情報を更新する。この履歴には、コンテンツ
の再生回数、減額された後のプリペイド金額などが含まれている。
【０２８６】
ステップＳ２７２において、要求を送信してきたユーザがコンテンツIDに対するライセン
スを取得していないと判定された場合には、ステップＳ２７８に進み、CPU１２１は、エ
ラー処理を実行する（すなわち、この場合、エラーメッセージがパーソナルコンピュータ
２２に送信される）。パーソナルコンピュータ２２は、ステップＳ２３４でコンテンツの
代わりに、このエラーメッセージを受信し、これを出力部２２７に出力し、表示させる。
【０２８７】
なお、以上においては、ぽキャラサービスサーバ９が暗号化されているコンテンツデータ
を復号するようにしたが、ぽキャラサービスサーバ９からパーソナルコンピュータ２２に
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対して鍵を送信し、パーソナルコンピュータ２２において、コンテンツデータを復号させ
るようにしてもよい。
【０２８８】
このように、ユーザのエージェントとして機能する親友ぽキャラを介してコンテンツサー
バから暗号化コンテンツを自由にダウンロードすることができ、また親友ぽキャラを介し
て、その暗号化コンテンツを自由にコピーすることが可能である。コピーが行われた場合
、その格納場所がぽキャラデータベース１０に登録される。親友ぽキャラは、再生が指示
されると、ぽキャラデータベース１０に登録されている格納場所を参照して、そのコンテ
ンツをユーザに提供する。従って、ユーザは、そのコンテンツを視聴したり、さらに他の
装置にコピーしたり、ストリーミングで再生することが可能となる。ただし再生には、常
に親友ぽキャラが必要となる。
【０２８９】
なお、コンテンツのコピーや再生の度にコンテンツを異なる鍵で暗号化するようにするこ
とで、鍵が盗まれたとしても、それに基づく被害を最小限に抑えることができる。これに
より、セキュリティを向上させることができる。
【０２９０】
ぽキャラサービスサーバ９に対するログインは、親友ぽキャラ人形１６１をおたち台上に
載置する以外に、ユーザに対して割り当てられたIDとパスワードを入力することで行うこ
とも可能とされている。その結果、第三者がIDとパスワードを盗んで、真のユーザになり
すましてぽキャラサービスサーバ９に対してアクセスする場合がある。このような場合、
真のユーザが（親友ぽキャラ人形１６１を保持するユーザが）、親友ぽキャラ人形１６１
を利用してネットワーク上の所定の装置からぽキャラサービスサーバ９に対してログイン
している場合には、ぽキャラサービスサーバ９は、後からログインしてきたユーザに対し
て、親友ぽキャラ人形１６１のキャラクタのシルエット（黒い影）だけを表示させること
で、その時点において、親友ぽキャラのキャラクタが、他の装置で使用中であることをユ
ーザに知らしめる。すなわち、ぽキャラサービスサーバ９に対するアクセスは、排他的な
ものであることを、ユーザは直感的に理解させることができる。
【０２９１】
その結果、親友ぽキャラを利用したコンテンツ再生も、ネットワーク上の１台の装置でし
か行うことができないことになり、ユーザは、DRM（Digital Right Management）を意識
せずとも、コンテンツの著作権を守ることができることになる。
【０２９２】
親友ぽキャラ人形１６１のICチップ１７１にプリペイド金額（または再生回数）が記憶さ
れており、コンテンツを再生する度に、そのプリペイド金額（または再生回数）が減算さ
れていくような場合、次に、プリペイド金額（または再生回数）が０となったとき、ユー
ザは、以後、コンテンツを再生（使用）することができなくなる。そこで、このような場
合、ユーザは、所定の金額をさらに追加的に支払うことで、コンテンツを再び再生するこ
とができるようになる。この場合の処理について、図４２と図４３のフローチャートを参
照して説明する。
【０２９３】
図４２のフローチャートの処理は、ユーザが親友ぽキャラ人形１６１をおたち台２３上に
載置して、１つの機能を選択した場合における図１３のステップＳ５２の選択された機能
に対応する処理の１つとして実行される。
【０２９４】
ステップＳ３０１において、パーソナルコンピュータ２２のCPU２２１は、ぽキャラサー
ビスサーバ９に対してプリペイド金額（または最大使用可能回数）の更新を要求する。こ
の要求に基づいて、ぽキャラサービスサーバ９は、プリペイド金額（または最大使用可能
回数）に対応する課金処理を行った後、プリペイド金額（または最大使用可能回数）をパ
ーソナルコンピュータ２２に送信してくる（後述する図４３のステップＳ３２２乃至ステ
ップＳ３２６）。そこで、ステップＳ３０２において、CPU２２１は、ぽキャラサービス
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サーバ９から送信されてきたプリペイド金額（または最大使用可能回数）を受信する。ス
テップＳ３０３において、CPU２２１は、受信したプリペイド金額（または最大使用可能
回数）をリーダライタ２４１を介してICチップ１７１に記憶されているプリペイド金額（
または最大使用可能回数）に加算する。
【０２９５】
このようにして、以後、ユーザは、再びプリペイド金額（または最大使用可能回数）の範
囲内において、再びコンテンツを再生することが可能となる。
【０２９６】
ぽキャラサービスサーバ９は、図４２のフローチャートに示されるパーソナルコンピュー
タ２２の処理に対応して、図４３のフローチャートに示される処理を実行する。
【０２９７】
すなわち、この処理は、図２８のステップＳ１０２の選択されたぽキャラの機能に対応す
る処理の１つとして実行される。
【０２９８】
ステップＳ３２１において、ぽキャラサービスサーバ９のCPU１２１は、パーソナルコン
ピュータ２２からプリペイド金額（または最大使用可能回数）更新の要求を受け取るまで
待機し、受け取ったとき、ステップＳ３２２において、要求を送信してきたユーザ（親友
ぽキャラのキャラクタ３１１に対応するユーザ）は、クレジットカードを使用しているか
否かを判定する。この判定は、ぽキャラデータベース１０に登録されているユーザ情報か
ら判定することができる。
【０２９９】
ユーザがクレジットカードを有している場合には、ステップＳ３２３に進み、CPU１２１
は、ユーザの要求からプリペイド金額（または最大使用可能回数）を抽出する。ステップ
Ｓ３２５において、CPU１２１は、ステップＳ３２３の処理で抽出したプリペイド金額（
または最大使用可能回数）に対応する金額は、決済可能な金額であるか否かを判定する。
すなわち、クレジットカードにより決済可能な金額であるか否かがここで判定される。予
め設定されている基準の金額以上の金額は、決済不能と判定される。
【０３００】
プリペイド金額に対応する金額が決済可能な金額である場合には、ステップＳ３２５に進
み、CPU１２１は、その金額に対する決済処理を実行する。すなわち、このとき、CPU１２
１は、課金サーバ１３にプリペイド金額に対応する課金処理を要求する。課金サーバ１３
は、この要求に対応して、そのユーザのクレジットカード番号に基づいて、プリペイド金
額の引き落としの処理を実行する。
【０３０１】
もちろん、このような処理は、クレジットカードではなく、銀行口座からの引き落としの
処理として実行することも可能である。
【０３０２】
ステップＳ３２６において、CPU１２１は、プリペイド金額（または最大使用可能回数）
を、パーソナルコンピュータ２２に送信する。上述したように、パーソナルコンピュータ
２２は、これを受信すると、親友ぽキャラ人形１６１のICチップ１７１のプリペイド金額
（または最大使用可能回数）を更新する（図４２のステップＳ３０３）。
【０３０３】
次に、ステップＳ３２７に進み、CPU１２１は、ユーザの履歴を更新する。すなわち、ユ
ーザがそのとき保持するプリペイド金額（または最大使用可能回数）がぽキャラデータベ
ース１０に登録される。
【０３０４】
ステップＳ３２２において、ユーザがクレジットカードを有していないと判定された場合
、またはステップＳ３２４において、プリペイド金額が決済可能な金額ではないと判定さ
れた場合、ステップＳ３２８に進み、CPU１２８は、エラー処理を実行する。すなわち、
このとき、CPU１２１は、プリペイド金額を更新することができない旨のメッセージをパ
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ーソナルコンピュータ２２に送信する。
【０３０５】
パーソナルコンピュータ２２は、図４２のステップＳ３０２において、プリペイド金額の
代わりにこのメッセージを受信する。そして、このメッセージが出力部２２７の表示部に
表示される。ユーザは、これによりプリペイド金額の更新ができなかったことを知ること
ができる。
【０３０６】
なお、このようなプリペイド金額を増額（更新）する処理は、売りぽキャラ人形１８１の
ICチップ１９１に記憶されているプリペイド金額に対して行うようにすることも可能であ
る。
【０３０７】
売りぽキャラ人形１８１のICチップ１９１に記憶されているプリペイド金額の更新処理を
行う場合、親友ぽキャラから入金させるようにすることも可能である。このようにすれば
、課金決済が、親友ぽキャラに一本化されるので便利となる。
【０３０８】
この場合、例えばユーザは、売りぽキャラ人形１６１をおたち台上２３に載置することで
、ぽキャラサービスサーバ９にアクセスする。そして、ぽキャラサービスサーバ９は、メ
ニューを表示させた後、そのメニューの中から、例えば「売りぽキャラ人形に入金（クー
ポン購入）」の項目を選択させる。この選択が行われたとき、ぽキャラサービスサーバ９
は、例えば「入金したいぽキャラ人形をおたち台に載せてください」のようなメッセージ
をパーソナルコンピュータ２２に表示させる。ユーザは、このメッセージに従って、おた
ち台に載置されている親友ぽキャラ人形１６１を取り外し、代わりに売りぽキャラ人形１
８１を載置する。但し、この場合、ぽキャラサービスサーバ９は、対応する装置からのア
クセス（接続）をそのまま継続させる。
【０３０９】
ぽキャラサービスサーバ９（またはコンテンツサーバ６）は、売りぽキャラ人形１８１の
ICチップ１９１に対するプリペイド金額の更新処理を行った後、再び、例えば「親友ぽキ
ャラ人形をおたち台に載せてください」のようなメッセージをパーソナルコンピュータ２
２に表示させる。ユーザが、このメッセージに従って親友ぽキャラ人形１６１をおたち台
２３上に載置したとき、ぽキャラサービスサーバ９は、売りぽキャラ人形１８１のICチッ
プ１９１に対して行ったプリペイド金額の更新処理に対応する課金処理を、親友ぽキャラ
人形１６１に基づいて実行する。
【０３１０】
あるいはまた、売りぽキャラ人形１８１によりコンテンツを再生することができなかった
場合において、ぽキャラサービスサーバ９は、「入金（クーポン購入）しますか」のよう
なメッセージをパーソナルコンピュータ２２に表示させ、「ＯＫ」ボタンが操作されたと
き、親友ぽキャラ人形１６１と入れ替える操作を促すメッセージをさらに表示させ、売り
ぽキャラ人形１８１に代えて、親友ぽキャラ人形１６１がおたち台２３上に載置されたと
き、課金処理を実行させる。その後、再び親友ぽキャラ人形１６１に代えて、売りぽキャ
ラ人形１８１をおたち台２３上に載置させる操作を促すメッセージが表示される。ユーザ
は、このメッセージに従って、売りぽキャラ人形１８１をおたち台２３上に載置する。こ
のとき、プリペイド金額の更新処理が行われ、コンテンツ再生が再び可能な状態となる。
【０３１１】
次に、親友ぽキャラを利用して、所定の端末に保存されたコンテンツを、その端末で再生
する他の処理例について、図４４のフローチャートを参照して説明する。
【０３１２】
なお、コンテンツは、例えば、上述した図３４のフローチャートに示される処理により、
端末としてのパーソナルコンピュータ２２の記憶部２２８にすでに記憶されているものと
する。
【０３１３】
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ステップＳ４０１において、パーソナルコンピュータ２２のCPU２２１は、保存されてい
るコンテンツのタイトル（名称）を、出力部２２７を構成する表示部に表示させる。ユー
ザは、入力部２２６を操作することで、表示されたタイトルの中から、所定のコンテンツ
を再生対象として指定する。そこで、CPU２２１は、ステップＳ４０２において、入力部
２２６の入力に基づいて、ユーザが指定したコンテンツを選択する。
【０３１４】
ステップＳ４０３において、CPU２２１は、ステップＳ４０２の処理で選択されたコンテ
ンツのコンテンツIDを通信部２２９を制御して、ぽキャラサービスサーバ９へ送信させる
。図４５を参照して後述するように、ぽキャラサービスサーバ９は、このコンテンツIDに
対応して、エラー情報（ステップＳ４２５）または暗号鍵（ステップＳ４２４）を送信し
てくる。
【０３１５】
そこで、ステップＳ４０４において、CPU２２１は、エラー情報を受信したか否かを判定
し、エラー情報を受信したと判定した場合には、ステップＳ４０９に進み、エラー処理を
実行する。
【０３１６】
これに対して、エラー情報を受信していないと判定した場合、ステップＳ４０５に進み、
CPU２２１は、課金処理に必要な課金情報をユーザの入力に基づいて取得し、課金情報を
ぽキャラサービスサーバ９に送信する。
【０３１７】
ステップＳ４０６において、CPU２２１は、ぽキャラサービスサーバ９が送信してきた暗
号鍵（ステップＳ４２４の処理で送信された暗号鍵）を受信する。ステップＳ４０７にお
いて、CPU２２１は、ステップＳ４０６の処理で受信した暗号鍵を用いて、ステップＳ４
０２の処理で選択されたコンテンツ（暗号化されている）を復号する。ステップＳ４０８
において、CPU２２１は、ステップＳ４０７の処理で復号したコンテンツを出力部２２７
から出力させる。
【０３１８】
図４４の以上の処理に対応して、ぽキャラサービスサーバ９は、図４５のフローチャート
に示される処理を実行する。
【０３１９】
ステップＳ４２１において、ぽキャラサービスサーバ９のCPU１２１は、パーソナルコン
ピュータ２２から送信されてきた（ステップＳ４０３の処理で送信された）コンテンツID
を受信する。ステップＳ４２２において、CPU１２１は、ステップＳ４２１で受信したコ
ンテンツIDに対応したライセンスを、ユーザが取得しているか否かを判定する。図３１を
参照して説明したように、親友ぽキャラのぽキャラ情報として、コンテンツ情報としてコ
ンテンツIDが、またライセンス情報として、ライセンスIDが登録されている。CPU１２１
は、受信したコンテンツIDに対応してライセンスIDが登録されているか否かを、図３１の
ぽキャラ情報に基づいて判定する。
【０３２０】
ステップＳ４２２において、コンテンツIDに対応したライセンスが取得されていると判定
された場合、ステップＳ４２３に進み、CPU１２１は、パーソナルコンピュータ２２がス
テップＳ４０５の処理で送信してきた課金情報を受信し、課金処理を行う。ステップＳ４
２４において、CPU１２１は、ライセンスIDに対応する暗号鍵を読み出し、再生端末（い
まの場合、パーソナルコンピュータ２２）に送信する。この暗号鍵が上述したように、パ
ーソナルコンピュータ２２において、ステップＳ４０６で受信される。
【０３２１】
ステップＳ４２２において、コンテンツIDに対応してライセンスが取得されていないと判
定された場合には、ステップＳ４２５に進み、CPU１２１は、エラー処理を実行する。そ
して、CPU１２１は、エラー情報をパーソナルコンピュータ２２に送信する。
【０３２２】
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次に、コンテンツを保存していない端末がコンテンツを再生する場合の処理について、図
４６のフローチャートを参照して説明する。
【０３２３】
なお、いま、例えば、パーソナルコンピュータ２６にコンテンツが登録されており、この
コンテンツをパーソナルコンピュータ２２が再生するものとする。
【０３２４】
ステップＳ４４１において、パーソナルコンピュータ２２のCPU２２１は、ぽキャラサー
ビスサーバ９にアクセスし、ぽキャラデータベース１０に登録されている各コンテンツの
アクセス情報を受信する。上述したように、ぽキャラデータベース１０には、コンテンツ
のアクセス先（コンテンツを保持している装置）としてのアクセス情報が登録されており
、CPU２２１は、これをぽキャラサービスサーバ９から受信する。
【０３２５】
ステップＳ４４２において、CPU２２１は、受信したアクセス情報に基づいて、暗号化コ
ンテンツとそれが保存されている端末のリストを、出力部２２７に表示する。ユーザは、
入力部２２６を操作することで、表示されているコンテンツの中から所定のコンテンツを
選択する。そこで、ステップＳ４４３において、CPU２２１は、入力部２２６からの入力
に基づいて、コンテンツを選択し、選択されたコンテンツのアクセス情報からアクセス先
を決定する。
【０３２６】
ステップＳ４４４において、CPU２２１は、ステップＳ４４３の処理で決定したアクセス
先へ、通信部２２９を制御して、直接接続する処理を実行する。いまの場合、パーソナル
コンピュータ２２のCPU２２１は、コンテンツを格納しているパーソナルコンピュータ２
６にアクセスする。
【０３２７】
ステップＳ４４５において、CPU２２１は、ぽキャラサービスサーバ９に対して、ステッ
プＳ４４３において決定された（選択された）コンテンツのコンテンツIDを送信する。ぽ
キャラサービスサーバ９は、後述するように、コンテンツIDに対応する暗号鍵を送信して
くる（後述する図４８のステップＳ４９３）。
【０３２８】
そこで、ステップＳ４４６において、CPU２２１は、ぽキャラサービスサーバ９から送信
されてくる暗号鍵を受信する。ステップＳ４４７において、CPU２２１は、コンテンツ提
供端末（いまの場合、パーソナルコンピュータ２６）にコンテンツIDを送信する。
【０３２９】
ステップＳ４４８において、CPU２２１は、コンテンツを保存するか否かを判定する。こ
の判定は、ユーザからの入力に基づいて行われる。
【０３３０】
コンテンツを保存する場合、ステップＳ４４９に進み、CPU２２１は、パーソナルコンピ
ュータ２６から送信されてきた暗号化されているコンテンツを受信すると、これを記憶部
２２８に保存する。
【０３３１】
ステップＳ４５０において、CPU２２１は、アクセス情報の更新情報を、ぽキャラサービ
スサーバ９に送信する。すなわち、いま、コンテンツが、パーソナルコンピュータ２６か
らパーソナルコンピュータ２２に転送されたので、そのコンテンツに対するアクセス先が
以後、パーソナルコンピュータ２２とされるように（そのコンテンツを保持している端末
は、パーソナルコンピュータ２２であるとされるように）、アクセス先がぽキャラサービ
スサーバ９に送信される。
【０３３２】
ステップＳ４５１において、CPU２２１は、記憶部２２８に記憶された暗号化されている
コンテンツを、ステップＳ４４６の処理で受信した暗号鍵を用いて復号し、再生する。再
生出力は、出力部２２７から出力される。
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【０３３３】
ステップＳ４４８において、コンテンツを保存しないと判定された場合には、ステップＳ
４５２において、CPU２２１は、暗号鍵を用いて、コンテンツを復号しながら、出力部２
２７からストリーミング再生する。
【０３３４】
以上の図４６のフローチャートに示されるパーソナルコンピュータ２２の処理に対応して
、パーソナルコンピュータ２２に対して、コンテンツを提供するパーソナルコンピュータ
２６は、図４７のフローチャートに示される処理を実行する。
【０３３５】
最初に、ステップＳ４７１において、パーソナルコンピュータ２６のCPU２２１は、ぽキ
ャラデーモンを起動する。ステップＳ４７２において、ぽキャラデーモンは、他の端末か
らアクセスを受けるまで待機し、他の端末からアクセスを受けた場合（いまの場合、パー
ソナルコンピュータ２２からアクセスを受けた場合）、ステップＳ４７３に進み、再生端
末からコンテンツIDを受信する。いまの場合、ステップＳ４４７の処理でパーソナルコン
ピュータ２２が送信したコンテンツIDが受信される。ステップＳ４７４において、パーソ
ナルコンピュータ２６のCPU２２１は、接続元へ暗号化コンテンツを送信する。いまの場
合、パーソナルコンピュータ２２に暗号化コンテンツが送信される。
【０３３６】
上述したように、この暗号化コンテンツがパーソナルコンピュータ２２において、ステッ
プＳ４４９で保存されるか、ステップＳ４５２において、復号しながら、ストリーミング
再生されることになる。
【０３３７】
図４６のパーソナルコンピュータ２２の処理に対応して実行されるぽキャラサービスサー
バ９の処理について、図４８を参照して説明する。
【０３３８】
ぽキャラサービスサーバ９のCPU１２１は、ステップＳ４９１において、再生端末へアク
セス情報を送信する。すなわち、CPU１２１は、ぽキャラデータベース１０に登録されて
いるアクセス情報を読み出し、これをパーソナルコンピュータ２２に送信する。パーソナ
ルコンピュータ２２は、上述したように、このアクセス情報をステップＳ４４１の処理で
受信する。
【０３３９】
ステップＳ４９２において、ぽキャラサービスサーバ９のCPU１２１は、再生端末（いま
の場合、パーソナルコンピュータ２２）からコンテンツIDを受信する。このコンテンツID
は、図４６のステップＳ４４５の処理で、パーソナルコンピュータ２２から送信されたも
のである。
【０３４０】
ステップＳ４９３において、CPU１２１は、再生端末からアクセス情報の更新情報を受信
する。この更新情報は、図４６のステップＳ４５０において、パーソナルコンピュータ２
２から送信されたものである。
【０３４１】
ステップＳ４９５において、CPU１２１は、ステップＳ４９４の処理で受信したアクセス
情報をぽキャラデータベース１０に登録（更新）する。このようにして、コンテンツが移
動されたので、いままでパーソナルコンピュータ２６がアクセス先として登録されていた
コンテンツのアクセス先が、パーソナルコンピュータ２２に変更されることになる。
【０３４２】
次に、図４９のフローチャートを参照して、暗号化コンテンツを他の装置にコピーする処
理について説明する。例えば、パーソナルコンピュータ２６が保持するコンテンツを、パ
ーソナルコンピュータ５２にコピーするものとする。
【０３４３】
ステップＳ５１１において、パーソナルコンピュータ２２のCPU２２１は、ぽキャラサー
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ビスサーバ９からアクセス情報を受信する。ステップＳ５１２において、CPU２２１は、
ステップＳ５１１の処理で受信したアクセス情報に基づいて、暗号化コンテンツとそれが
保存された端末のリストを、出力部２２７に出力し、表示させる。
【０３４４】
ユーザは、この表示を見て、コピー元とコピー先を、入力部２２６を操作することで指定
する。
【０３４５】
そこで、ステップＳ５１３において、CPU２２１は、入力部２２６からの入力に基づいて
、コピーする暗号化コンテンツを選択するとともに、コピー元としてパーソナルコンピュ
ータ２６を、また、コピーとしてパーソナルコンピュータ５２を、それぞれ選択する。ス
テップＳ５１４において、CPU２２１は、コピー元またはコピー先にコピーを通知する。
いまの場合、コピー元は、パーソナルコンピュータ２６であり、コピー先は、パーソナル
コンピュータ５２であるので、それぞれにコピーの通知が行われる。
【０３４６】
この通知に基づいて、図５０と図５１のフローチャートを参照して後述するように、コピ
ー元からコピー先にコンテンツが転送され、コピーされる。
【０３４７】
ステップＳ５１５において、パーソナルコンピュータ２２のCPU２２１は、コピー元また
はコピー先からの通知に基づいて、コピーが正常に終了したか否かを判定する。正常に終
了した場合には、ステップＳ５１６に進み、CPU２２１は、アクセス情報を更新する。す
なわち、この場合、コンテンツが両方に格納されたことになるので、アクセス先として、
パーソナルコンピュータ２６とパーソナルコンピュータ５２の両方が登録される。
【０３４８】
ステップＳ５１５において、コピーが正常終了しなかったと判定された場合、ステップＳ
５１７に進み、CPU２２１は、エラー処理を実行する。
【０３４９】
次に、図５０のフローチャートを参照して、コピー元の処理について説明する。いまの場
合、この処理は、パーソナルコンピュータ２６により実行されることになる。
【０３５０】
ステップＳ５３１において、パーソナルコンピュータ２６のCPU２２１は、パーソナルコ
ンピュータ２２からステップＳ５１４の処理で発行されたコピーの通知（コピー要求）を
受信する。ステップＳ５３２において、パーソナルコンピュータ２６のCPU２２１は、記
憶部２２８に記憶されているコンテンツを読み出し、ステップＳ５３３において、そのコ
ンテンツを通信部２２９からパーソナルコンピュータ５２に送信させる。送信が正常に終
了したとき、CPU２２１は、その旨をパーソナルコンピュータ２２に通知する。
【０３５１】
図５１は、コピー元の処理に対応して実行されるコピー先の処理を表している。いまの場
合、このコピー先の処理は、パーソナルコンピュータ５２により実行される。
【０３５２】
パーソナルコンピュータ５２は、ステップＳ５５１において、パーソナルコンピュータ２
２がステップＳ５１４の処理で発行したコピーの通知（コピー要求）を受信する。ステッ
プＳ５５２において、パーソナルコンピュータ５２のCPU２２１は、コピー元としてのパ
ーソナルコンピュータ２６が、ステップＳ３３の処理で送信したコンテンツを受信する。
ステップＳ５６３において、パーソナルコンピュータ５２のCPU２２１は、ステップＳ５
５２の処理で受信したコンテンツを記憶部２２８に記録する。受信が正常に終了したとき
、CPU２２１は、その旨を、パーソナルコンピュータ２２に通知する。
【０３５３】
以上においては、ユーザが、部屋３１のパーソナルコンピュータ２２に接続されているお
たち台２３上に、親友ぽキャラ人形１６１または売りぽキャラ人形１８１を載置すること
で、各種の処理を実行するようにしたが、ユーザは、使用したい機器に接続されているお
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たち台上にぽキャラ人形を載置すればよい。例えば、親友ぽキャラのキャラクタ３１１に
対応して、テレビジョン受像機を制御する機能が付加されている場合、ユーザは、親友ぽ
キャラ人形１６１を部屋３２に配置されているテレビジョン受像機２４に接続されている
おたち台２５上に載置することで、テレビジョン受像機２４を制御することができる。
【０３５４】
また、例えば、おたち台２３上に親友ぽキャラ人形１６１を載置して、パーソナルコンピ
ュータ２２に記録したコンテンツを、部屋３３上において使用することも可能である。こ
の場合、ユーザは、部屋３３のパーソナルコンピュータ２６に接続されているおたち台２
７上に、親友ぽキャラ人形１６１を載置する。このとき、パーソナルコンピュータ２６か
らアクセスを受けたぽキャラサービスサーバ９は、パーソナルコンピュータ２２に記録さ
れているコンテンツデータを読み出し、復号し、パーソナルコンピュータ２６に送信して
くる。従って、ユーザは、任意の位置で（使用したいと思う機器に接続されているおたち
台に親友ぽキャラ人形１６１を載置することで）、コンテンツを使用することができる。
【０３５５】
例えば、ユーザは、親友ぽキャラ人形１６１を職場５に持って行き、職場５に配置されて
いるパーソナルコンピュータ５２に接続されているおたち台５３上に載置すれば、パーソ
ナルコンピュータ５２がLAN５１からISP４を介してインターネット１に接続し、インター
ネット１から、さらにぽキャラサービスサーバ９に接続する。従って、ユーザは、例えば
、自宅宛に送信されてきたメールも職場５で確認することができる。もちろん、職場５か
らメールを出すことも可能である。
【０３５６】
以上のようにして、ユーザは、親友ぽキャラ人形１６１を携帯して使用したいと思う装置
に接続されているおたち台に親友ぽキャラ人形１６１を載置することで、その装置からエ
ージェントして機能する親友ぽキャラに関するサービスの提供を受けることが可能となる
。その装置は、例えば、図１に示される携帯電話機６１とすることも可能である。
【０３５７】
但し、携帯電話機６１には、おたち台は接続されず、携帯電話機６１は、リーダライタを
内蔵している。従って、ユーザは、親友ぽキャラ人形１６１を携帯電話機６１に近接配置
することで（接触させることで）、ぽキャラサービスサーバ９にアクセスすることができ
る。
【０３５８】
携帯電話機６１の場合、おたち台が存在しないため、親友ぽキャラ人形１６１をお立ち台
上に常に載置しておくということができない。このため、携帯電話機６１から、ぽキャラ
サービスサーバ９にアクセスする場合には、携帯電話機６１に対して、親友ぽキャラ人形
１６１が近接配置されたとき、ぽキャラサービスサーバ９にアクセス（ログイン）が行わ
れ、その後、親友ぽキャラ人形１６１が携帯電話機６１から離されたとしても、ぽキャラ
サービスサーバ９に対するアクセス（接続）はそのまま継続される。
【０３５９】
ユーザは、ログアウトするとき、携帯電話機６１のボタンなどを適宜操作することでメニ
ューを表示させ、そのメニューの中からログアウトの項目を選択し、ログアウトを指令す
る。この操作が行われたとき、ログアウトが実行される。
【０３６０】
売りぽキャラ人形１８１を使用する場合にも同様に、ユーザは、売りぽキャラ人形１８１
を携帯電話機６１の近傍に配置する（接触させる）。この場合においても、一旦アクセス
（ログイン）が行われると、そのアクセス（接続）は、以後、メニューからログアウトを
ユーザが指示するまで継続される。
【０３６１】
携帯電話機６１に内蔵されるCPUは、一般的に、パーソナルコンピュータなどに内蔵され
るCPUに比べて、その能力が低いので、親友ぽキャラあるいは売りぽキャラのキャラクタ
を表示させる場合の解像度、色数、ポリゴン数、コマ数などは、パーソナルコンピュータ



(35) JP 4547867 B2 2010.9.22

10

20

30

40

50

などに表示させる場合に比べて、簡易なフォーマットのものに変更される。
【０３６２】
ぽキャラデータは、例えば、XMLベースのデータで表現することが可能である。この他、J
ava（登録商標）を用いてキャラクタを表示させるようにすることも可能である。また、
ｉモードを利用することも可能である。
【０３６３】
携帯電話機６１とともに、親友ぽキャラ人形１６１を携帯するとすると、親友ぽキャラ人
形１６１が、余りに大きすぎると携帯に不便となる。そこで、親友ぽキャラ人形１６１を
、例えばキーホルダーにより保持することができるキー（鍵）程度の大きさにし、例えば
、携帯電話機６１のストラップに、アクセサリのようにして吊り下げるようにすることが
できる。
【０３６４】
ICチップは、小さくすることが可能であるので、親友ぽキャラ人形１６１を携帯電話機６
１のストラップに吊り下げることができる程度の大きさにすることは可能である。
【０３６５】
携帯電話機の他、PDA、デジタルスチルカメラ、カムコーダ、ビデオテープレコーダ、DVD
レコーダ、ハードディスクレコーダ、カーナビゲーション装置、コンピュータゲーム機器
といった各種の装置から、ぽキャラサービスサーバ９に対してアクセスできるようにする
こともできる。
【０３６６】
以上においては、主としてコンテンツを利用する場合について説明したが、エージェント
として機能する親友ぽキャラは、図３１を参照して説明した一押し情報を生成するために
、ユーザの嗜好を分析し、ユーザからの指示がなくても、ユーザの好むコンテンツをイン
ターネット１に接続されている各種のサーバから取得する。従って、ユーザは、親友ぽキ
ャラを介して、この一押し情報を見ることができる。親友ぽキャラは、一押し情報の閲覧
が指令されたとき、それまでに検索されたコンテンツを紹介する売りぽキャラを表示させ
る。ユーザは、この売りぽキャラを介して一押し情報として、それまでに取得されたコン
テンツの提示を受けることができる。すなわち、この場合には、売りぽキャラ人形１８１
を介させずに、売りぽキャラが表示されることになる。
【０３６７】
ユーザが、売りぽキャラのポータルサイトにアクセスする場合にも同様である。これらの
場合において、課金は、売りぽキャラではなく、親友ぽキャラを介して行われることにな
る。
【０３６８】
さらに、売りぽキャラのぽキャラIDをブックマークして、例えば、図３１を参照して説明
したお気に入り情報として登録しておけば、その売りぽキャラのURLに、迅速にアクセス
することが可能となる。
【０３６９】
また、以上においては、親友ぽキャラ人形１６１および売りぽキャラ人形１８１を人形の
形態としたが、動物、建造物、その他のオブジェクトとすることが可能である。
【０３７０】
さらに、売りぽキャラ人形の変形例として、例えば、コンパクトディスク（CD）や、DVD
（Digital Versatile Disc）のジャケットをオブジェクトとして利用することが可能であ
る。
【０３７１】
この場合、そのジャケット（オブジェクト）にICチップが内蔵される。従って、そのジャ
ケットをおたち台上に載置すると、そのジャケットに対応する売りぽキャラのキャラクタ
がおたち台に接続されている装置に表示されることになる。
この場合の売りぽキャラは、例えば、そのジャケットがCDのジャケットである場合、その
CDに収録されているコンテンツとしての歌を歌っている歌手のキャラクタとされる。
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【０３７２】
この売りぽキャラのキャラクタは、ユーザと疑似的に会話をしたり、対応する歌手のホー
ムページを紹介する処理を行う。
【０３７３】
あるいはまた、売りぽキャラは、そのジャケットに収容されているICチップに記録されて
いるクーポンに基づいて、その歌手の最新の歌（コンテンツ）をユーザに試聴させる。ま
た、このICチップには、そのCDに記録されているコンテンツに関する解説や、歌手のプロ
モーション情報なども記憶されており、売りぽキャラは、これを紹介する。
【０３７４】
あるいはまた、そのジャケットがDVDのジャケットであるような場合、そのDVDに収録され
ている映画の主人公のキャラクタが売りぽキャラとして登場する。そのジャケットのICチ
ップには、その映画に関する製作過程の詳しい情報、クーポンなどが記憶されており、売
りぽキャラは、そのクーポンに基づいて、映画に関係するグッズを販売する処理を行う。
【０３７５】
また、売りぽキャラにコンテンツを取得する権利を付与し、ユーザは売りぽキャラを買う
ことで、コンテンツを好きな場所でいつでも再生するようにするサービスを提供すること
もできる。この場合、売りぽキャラのＩＣチップには、取得できるコンテンツの種類を表
すサービスＩＤが格納される。例えば、楽曲４０曲分を取得できるサービスＩＤをもつ売
りぽキャラを購入したユーザは、コンテンツサーバに記録されている２５００曲の楽曲の
中から、好みの４０曲を取得することができる。
【０３７６】
図５２にこのサービスの例を示す。サービスＡは、楽曲Ａ乃至楽曲Ｃを提供するサービス
であり、ユーザは、ぽキャラ１乃至ぽキャラ３の、いずれかの売りぽキャラ人形を購入す
ることによりサービスＡの提供をうけることができる。サービスＡにおいて、ユーザのパ
ーソナルコンピュータの画面上に表示されるぽキャラの画像は、バーチャルぽキャラＡと
される。
【０３７７】
サービスＢは、楽曲Ｄ乃至楽曲Ｆを提供するサービスであり、ユーザは、ぽキャラ４、ま
たはぽキャラ５の、いずれかの売りぽキャラ人形を購入することによりサービスＢの提供
をうけることができる。サービスＢにおいて、ユーザのパーソナルコンピュータの画面上
に表示されるぽキャラの画像は、バーチャルぽキャラＢとされる。
【０３７８】
サービスＣは、楽曲Ｅ乃至楽曲Ｉを提供するサービスであり、ユーザは、ぽキャラ６乃至
ぽキャラ９の、いずれかの売りぽキャラ人形を購入することによりサービスＣの提供をう
けることができる。サービスＣにおいて、ユーザのパーソナルコンピュータの画面上に表
示されるぽキャラの画像は、バーチャルぽキャラＣとされる。
【０３７９】
図５３に、売りぽキャラ人形を使って、コンテンツを取得するときの処理の流れを示す。
ステップＳ６１１において、ユーザは、売りぽキャラ人形１８１を、使用する機器に対応
するおたち台に載置する。例えば、パーソナルコンピュータ２２を使用する場合、ユーザ
は、パーソナルコンピュータ２２に対応して接続されているおたち台２３に、売りぽキャ
ラ人形１８１を載置する。そして、売りぽキャラ人形１８１のＩＣチップからぽキャラＩ
Ｄ、カードＩＤ、およびサービスＩＤがパーソナルコンピュータ２２に送信される。
【０３８０】
ステップＳ６３１において、パーソナルコンピュータ２２は、ぽキャラＩＤ、カードＩＤ
、およびサービスＩＤを取得する。ステップＳ６３２において、パーソナルコンピュータ
６３２は、図５４を参照して後述する認証要求処理を行う。
ステップＳ６３３において、パーソナルコンピュータ２２は、認証要求をコンテンツサー
バ６に送信し、ステップＳ６５１において、これが受信される。
【０３８１】



(37) JP 4547867 B2 2010.9.22

10

20

30

40

50

ステップＳ６５２において、コンテンツサーバ６は、図５５を参照して後述する認証処理
を行う。これにより、ぽキャラの認証が行われる。ステップＳ６５３において、認証結果
をパーソナルコンピュータ２２に送信し、ステップＳ６３４において、これが受信される
。
【０３８２】
ステップＳ６３５において、パーソナルコンピュータ２２は、図５６を参照して後述する
初期データ取得処理を実行する。このとき、売りぽキャラ人形１８１を使って取得された
楽曲（コンテンツ）の一覧、ダウンロード可能回数を示すカウンタの値が売りぽキャラ人
形１８１から取得される（ステップＳ６２２、Ｓ６２３）が、取得されるデータは暗号化
されている。これらのデータは、コンテンツサーバ６に記憶された鍵を使って復号するこ
とができるが、パーソナルコンピュータ２２では復号することができない。
【０３８３】
ステップＳ６３６において、パーソナルコンピュータ２２は、ステップＳ６２３において
送信されたデータをサービス情報としてコンテンツサーバ６に送信し、ステップＳ６５４
においてこれが受信される。ステップＳ６５５においてコンテンツサーバ６は、図５８を
参照して後述する初期データ送信処理を実行する。
これにより、売りぽキャラ人形１８１を使って取得された楽曲（コンテンツ）の一覧、ダ
ウンロード可能回数を示すカウンタの値が復号され、初期データとしてパーソナルコンピ
ュータ２２に記憶される。ステップＳ６５６において、コンテンツサーバ６は、パーソナ
ルコンピュータ２２に、初期データを送信し、ステップＳ６３７において、これが受信さ
れる。
【０３８４】
　次に、図５４のフローチャートを参照して、図５３のステップＳ６３２の認証要求処理
について説明する。ステップＳ７０１においてパーソナルコンピュータ２２のＣＰＵ２２
１は、売りぽキャラ人形１８１が、お立ち台２３に載置されたか否かを判定し、載置され
たと判定されるまで待機する。
【０３８５】
ステップＳ７０１において、売りぽキャラ人形１８１が、お立ち台２３に載置されたと判
定された場合、CPU２２１は、ステップＳ７０２に進み、売りぽキャラ人形１８１のぽキ
ャラＩＤとサービスＩＤを取得する。売りぽキャラ人形１８１のＩＣチップの中には、上
述したぽキャラＩＤの他に、サービスの種類（例えば、サービスＡ）を示すサービスＩＤ
と、そのＩＣチップを特定するカードＩＤが含まれている。これらのデータは暗号化され
ており、ステップＳ７０２においては、暗号化されたままこれらのデータが取得される。
【０３８６】
ステップＳ７０３において、CPU２２１は、ステップＳ７０２において取得されたデータ
に基づいて、認証要求を生成し、コンテンツサーバ６に送信する。
【０３８７】
このようにして、売りぽキャラ人形１８１の認証の要求がコンテンツサーバ６に対して送
信される。
【０３８８】
次に、図５５のフローチャートを参照して、図５３のステップＳ６５２の認証処理につい
て説明する。ステップＳ７２１において、コンテンツサーバ６のCPU１２１は、認証要求
を受信し、ステップＳ７２２において、復号鍵を使って、ぽキャラＩＤ、カードＩＤ、お
よびサービスＩＤを復号する。ぽキャラＩＤ、カードＩＤ、およびサービスＩＤを復号す
る復号鍵は、予めサーバ６の記憶部１２８に記憶されている。
【０３８９】
ステップＳ７２３において、CPU１２１は、ステップＳ７２２において復号されたＩＤが
正当なＩＤか否かを判定する。このとき、正当なＩＤか否かの判定は、次のようにして行
われる。サーバ６の記憶部１２８には、サービスＩＤに対応するカードＩＤが記述された
データベースが記憶されており、そのサービスＩＤに対応するカードＩＤか否かが判定さ
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れる。また、同様に記憶部１２８に記憶される販売されたぽキャラ人形のぽキャラＩＤの
一覧が記述されたデータベースに基づいて、ぽキャラＩＤの正当性がチェックされる。
【０３９０】
ステップＳ７２３において、正当なＩＤであると判定された場合、CPU１２１は、ステッ
プＳ７２４に進み、パーソナルコンピュータ２２に認証結果として、認証ＯＫを送信する
。ステップＳ７２３において、正当なＩＤではないと判定された場合、CPU１２１は、ス
テップＳ７２５に進み、パーソナルコンピュータ２２に認証結果として認証ＮＧを送信す
る。
【０３９１】
このようにして、売りぽキャラ人形１８１の認証が行われる。
【０３９２】
次に、図５６を参照して、図５３のステップＳ６３５の初期データ取得処理について説明
する。ステップＳ７４１において、パーソナルコンピュータ２２のCPU２２１は、認証結
果を受信する。ステップＳ７４２において、CPU２２１は、受信された認証結果が、認証
ＯＫか否かを判定する。ステップＳ７４２において、認証ＯＫであると判定された場合、
ステップＳ７４３に進み、売りぽキャラ人形１８１からカウンタ、およびダウンロード済
楽曲を取得する。
【０３９３】
売りぽキャラ人形１８１のＩＣチップの中には、図５７に示されるような情報が格納され
ている。売りぽキャラ人形１８１は、例えば、４０曲のコンテンツを取得できる権利があ
るサービスＩＤが付与されており、コンテンツが取得されると、コンテンツＩＤ、および
取得日時が格納される。この例では、西暦２００２年３月７日１３時１２分に、コンテン
ツＩＤ「１０００１」に対応するコンテンツが取得されており、ダウンロード済楽曲は、
コンテンツＩＤ「１０００１」と記述されている。そして、１つのコンテンツが取得（ダ
ウンロード）されると、ダウンロード可能回数を表すカウンタの値が１だけデクリメント
される。ダウンロード可能回数の初期値は４０であり、この例では、すでに、１つのコン
テンツとライセンスがダウンロードされているのでカウンタの値は３９とされている。
【０３９４】
なお、図５７に示されるような情報は、暗号化されて格納されており、ステップＳ７４３
においては、情報は暗号化されたまま取得される。
【０３９５】
ステップＳ７４４において、CPU２２１は、カウンタ、およびダウンロード済楽曲に所定
のヘッダを付加して、サービス情報を生成し、コンテンツサーバ６に送信する。
【０３９６】
一方、ステップＳ７４２において、認証ＯＫではないと判定された場合、すなわち、認証
ＮＧである場合、CPU２２１は、ステップＳ７４５に進み、エラー処理を実行する。
【０３９７】
このようにして、売りぽキャラ人形１８１のＩＣチップに格納されたダウンロード済楽曲
を表すコンテンツＩＤと、ダウンロード可能回数を表すカウンタの値が暗号化されたまま
、コンテンツサーバ６に送信される。
【０３９８】
次に、図５８のフローチャートを参照して、図５３のステップＳ６５５の初期データ送信
処理について説明する。ステップＳ７６１において、コンテンツサーバ６のCPU１２１は
、サービス情報を受信し、ステップＳ７６２において、カウンタ、ダウンロード済楽曲を
復号する。なお、カウンタ、ダウンロード済楽曲を復号する復号鍵は、予めコンテンツサ
ーバ６の記憶部１２８に記憶されている。
【０３９９】
　ステップＳ７６３において、ＣＰＵ１２１は、ぽキャラリソースを取得する。ぽキャラ
リソースは、パーソナルコンピュータの出力部に表示されるキャラクタの三次元画像の情
報、そのキャラクタの会話データ、そのキャラクタの名称などの情報により構成されるデ
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ータであり、予め、コンテンツサーバ６の記憶部１２８に記憶されている。ぽキャラリソ
ースは、サービス毎に存在し、サービスＩＤに対応して特定される。
【０４００】
ステップＳ７６４において、CPU１２１は、カウンタ、ダウンロード済楽曲、およびぽキ
ャラリソースに所定のヘッダを付加して、初期データとして、パーソナルコンピュータ２
２に送信する。送信された初期データは、パーソナルコンピュータ２２の記憶部２２８に
記憶される。
【０４０１】
このようにすることで、売りぽキャラ人形１８１を使用して取得（ダウンロード）された
楽曲の一覧とダウンロード可能回数がパーソナルコンピュータ２２により認識される。ま
た、売りぽキャラ人形１８１のＩＣチップに含まれる情報を暗号化し、コンテンツサーバ
６でのみ復号できるようにしたので、より確実に情報の改竄を防止することができる。
【０４０２】
ステップＳ７６４において、送信されたぽキャラリソースに基づいて、パーソナルコンピ
ュータ２２の出力部２２７の表示部には、図５９に示されるような画像が表示される。図
５９には、このサービスで使用されるバーチャルぽキャラ５０１が表示されており、その
セリフとして吹き出し５０２が表示されている。吹き出し５０２には、「ＥＧＣのライブ
が４月２０に原宿のルイーダであるらしいよ」の文字が表示されている。
【０４０３】
サービス提供者は、ぽキャラリソースを更新することにより、常に最新の情報をユーザに
提供することができる。また、このようにすることで、売りぽキャラ人形１８１を購入し
たユーザは、例えば、自分が興味をもっているアーティストの最新情報を取得することが
できる。さらに、情報の提供は、ユーザが親しみやすい形式で行うことができる。
【０４０４】
次に、図６０を参照して、売りぽキャラ人形１８１を使用して、コンテンツのダウンロー
ドを行う処理の流れについて説明する。この処理は、図５３を参照して上述した処理が終
了した後で行われる。ステップＳ８３１において、パーソナルコンピュータ２２は、コン
テンツサーバ６にダウンロード要求を送信し、ステップＳ８６１において、これが受信さ
れる。ダウンロード要求の送信は、例えば、ユーザが、パーソナルコンピュータ２２の入
力部２２６を操作して、所定のコマンドを入力することにより実行される。
【０４０５】
ステップＳ８６２において、コンテンツサーバ６は、図６１を参照して後述するコンテン
ツリスト送信処理を実行する。ステップＳ８６３において、コンテンツサーバ６は、パー
ソナルコンピュータ２２にコンテンツリストを送信し、ステップＳ８３２において、これ
が受信される。
【０４０６】
ステップＳ８３３において、パーソナルコンピュータ２２は、図６４を参照して後述する
ダウンロード処理を実行する。これにより、ダウンロードまたはプレビュー（試聴）され
るコンテンツが指定され、コンテンツサーバ６に送信される。ステップＳ８３４において
、パーソナルコンピュータ２２は、コンテンツサーバ６にダウンロード要求またはプレビ
ュー要求を送信し、ステップＳ８６４において、これが受信される。
【０４０７】
ステップＳ８６５において、コンテンツサーバ６は、図６７を参照して後述するコンテン
ツ送信処理を実行する。これにより、パーソナルコンピュータ２２にコンテンツが送信さ
れ、ステップＳ８３５において、これが受信される。また、サービス情報が送信され、ス
テップＳ８３６において、パーソナルコンピュータ２２により受信され、ステップＳ８１
１において、売りぽキャラ人形１８１により受信される。
【０４０８】
次に、図６１を参照して、図６０のステップＳ８６２のコンテンツリスト送信処理につい
て説明する。ステップＳ９０１において、コンテンツサーバ６のCPU１２１は、サービス
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ＩＤに対応するコンテンツリストを生成する。
【０４０９】
コンテンツサーバの記憶部１２８には、例えば、図６２に示されるようなデータベースが
記憶されている。この例では、コンテンツＩＤに対応するサービスＩＤ、ライセンス、ダ
ウンロード済ＩＤが記憶されている。例えば、１行目にはコンテンツＩＤ「１００１」に
対応するサービスＩＤとして「１００」が記述されており、サービスＩＤ「１００」をも
つ売りぽキャラであればコンテンツＩＤ「１００１」に対応するコンテンツを取得するこ
とができることを表す。また、ライセンスとして「ＸＸＸＸ」が記述されており、コンテ
ンツＩＤ「１００１」に対応するコンテンツは、ライセンス「ＸＸＸＸ」を用いて復号で
きることを表す。
【０４１０】
ダウンロード済（ぽキャラ）ＩＤとして「Ａ」，「Ｂ」，および「Ｃ」が記述されており
、ぽキャラＩＤが「Ａ」，「Ｂ」，および「Ｃ」の売りぽキャラが、コンテンツＩＤ「１
００１」に対応するコンテンツを既にダウンロードしていることを表す。
【０４１１】
さらに、コンテンツサーバの記憶部１２８には、図６３に示されるようなデータベースが
記憶されている。このデータベースには、コンテンツＩＤに対応する曲名、今週の売り上
げポイント、累計の売り上げポイント、収録アルバム名、この曲が新曲であるか否かをあ
らわす新曲フラグが記憶されている。また、この曲のアーティスト名、作詞者名、作曲者
名、および演奏時間が記憶されている。
【０４１２】
さらに、この曲を紹介するライナーノーツファイルへのパス、この曲の音楽ファイル（例
えばWAVファイル）へのパス、カラオケデータファイルへのパス、およびジャケット写真
ファイルへのパスが記述されている。また、この曲のリリース日、ジャンル名、プレビュ
ー開始フレーム番号、プレビュー終了フレーム番号が記述されている。
【０４１３】
例えば、ステップＳ６３１（図５３）において受信されたサービスＩＤが、「１００」で
ある場合、ステップＳ９０１において、コンテンツＩＤ「１００１」と「１００３」に対
応するコンテンツのコンテンツリストが生成される。コンテンツリストには、そのコンテ
ンツの曲名、アーティスト名、収録アルバム名、売り上げポイントなどが含まれる。
【０４１４】
ステップＳ９０２において、CPU１２１は、コンテンツリストをパーソナルコンピュータ
２２に送信する。
【０４１５】
このようにして、ダウンロード可能な楽曲の一覧がパーソナルコンピュータ２２に送信さ
れる。
【０４１６】
次に、図６４のフローチャートを参照して、図６０のステップＳ８３３のダウンロード処
理について説明する。ステップＳ９２１において、パーソナルコンピュータ２２のCPU２
２１は、コンテンツリストを受信する。ステップＳ９２２において、CPU２２１は、ダウ
ンロード可能回数は１以上か否かを判定する。ダウンロード可能回数は、ステップＳ６３
７（図５３）において、コンテンツサーバ６から送信され、パーソナルコンピュータ２２
に記憶された初期データの中のカウンタの値を参照して取得される。
【０４１７】
ステップＳ９２２において、ダウンロード可能回数は１以上であると判定された場合、CP
U２２１は、ステップＳ９２３に進み、ダウンロード画面を表示する。このとき、出力部
２２７の表示部に図６５に示されるような画面が表示される。図６５には、バーチャルぽ
キャラ５０１と吹き出し５１１が表示されており、その左上側にダウンロードリスト画面
５１０が表示されている。
【０４１８】
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図６６は、ダウンロードリスト画面５１０の表示例を示す図である。フィールド５３１は
、表示されるコンテンツのアーティスト名が表示されるフィールドであり、ユーザは、フ
ィールド５３１に所望のアーティスト名を入力することにより、フィールド５３６にその
アーティストに対応するコンテンツの曲名と売り上げ実績を表示させることができる。こ
の例では、アーティスト「松下亜弥」についてのコンテンツが、その曲名と売り上げ実績
について一覧表示されている。
【０４１９】
この例では、フィールド５３１に、表示されるコンテンツのアーティスト名が入力される
ようにしたが、フィールド５３１に、例えば、ジャンルを入力することにより、フィール
ド５３６にそのジャンルに対応するコンテンツの曲名と売り上げ実績を表示させるように
してもよい。
【０４２０】
フィールド５３２には、ダウンロード可能回数（楽曲数）が表示される。この例では、残
り「Ｘ曲」と表示されている。
【０４２１】
なお、この画面において、ユーザは、フィールド５３３に曲名を入力するか、またはフィ
ールド５３４にアルバム名を入力した上で、検索ボタン５３５をクリックすることにより
所望のコンテンツ（楽曲）を検索することができる。
【０４２２】
図６４に戻って、ステップＳ９２４において、CPU２２１は、コンテンツが指定されたか
否かを判定し、指定されたと判定されるまで待機する。コンテンツの指定は、例えば、図
６６のフィールド５３６の中の曲名を１回クリックすることにより行われる。
【０４２３】
ステップＳ９２４において、コンテンツが指定されたと判定された場合、ステップＳ９２
５に進み、CPU２２は、プレビュー（試聴）が指示されたか否かを判定する。プレビュー
の指示は、例えば、ユーザが、図６６のプレビューボタン５３７をクリックすることによ
り行われる。ステップＳ９２５において、プレビューが指示されたと判定された場合、ス
テップＳ９２６に進み、CPU２２１は、プレビュー要求をコンテンツサーバ６に送信する
。
【０４２４】
ステップＳ９２５において、プレビューが指示されていないと判定された場合、ステップ
Ｓ９２７に進み、CPU２２１は、ダウンロードが指示されたか否かを判定する。ダウンロ
ードの指示は、例えば、ユーザが図６６のダウンロードボタン５３８をクリックすること
により行われる。ステップＳ９２７において、ダウンロードが指示されたと判定された場
合、ステップＳ９２８に進み、CPU２２１は、コンテンツサーバ６にダウンロード要求を
送信する。
【０４２５】
ステップＳ９２６またはＳ９２８の処理の後、CPU２２１は、ステップＳ９２９において
、ステップＳ９２４において指定されたコンテンツに対応するコンテンツＩＤをコンテン
ツサーバ６に送信する。
【０４２６】
ステップＳ９２２において、ダウンロード可能回数が１以上ではない、すなわち、これ以
上ダウンロードできないと判定された場合、または、ステップＳ９２７において、ダウン
ロードが指示されていないと判定された場合、ステップＳ９３０に進み、CPU２２１は、
エラー処理を実行する。
【０４２７】
このようにして、所望のコンテンツのダウンロードが行われる。
【０４２８】
次に、図６７を参照して、図６０のステップＳ８６５のコンテンツ送信処理について説明
する。ステップＳ９５１において、コンテンツサーバ６のCPU１２１は、ダウンロード要
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求またはプレビュー要求を受信し、ステップＳ９５２において、コンテンツＩＤを受信す
る。
【０４２９】
ステップＳ９５３において、CPU１２１は、ステップＳ９５１において受信されたデータ
は、ダウンロード要求か否かを判定し、ダウンロード要求であると判定された場合、ステ
ップＳ９５４に進み、図６８を参照して後述するダウンロードコンテンツ送信処理を実行
する。
【０４３０】
一方、ステップＳ９５３において、ダウンロード要求ではない（プレビュー要求である）
と判定された場合、ステップＳ９５５に進み、CPU１２１は、図７０を参照して後述する
プレビューコンテンツ送信処理を実行する。
【０４３１】
次に、図６８を参照して、図６７のステップＳ９５４のダウンロードコンテンツ送信処理
について説明する。ステップＳ９７１において、CPU１２１は、コンテンツＩＤに対応す
るダウンロード用データを取得する。
【０４３２】
コンテンツサーバの記憶部１２８には、図６９に示されるようなデータが記憶されている
。楽曲フリンジデータ６０１は、その楽曲の演奏時間などの情報が記述されたファイル群
であり、歌詞データ６０２は、その楽曲の歌詞が記述されたファイル群であり、ライナー
ノーツ６０３は、その楽曲の内容を紹介するコメントなどが記述されたファイル群である
。ジャケット写真６０４は、その楽曲のＣＤのジャケット写真に基づいて作られたコンピ
ュータが読み取り可能なファイル（例えば、JPEGファイル）群であり、楽曲データ６０５
は、その楽曲の音楽ファイル（例えば、WAVファイル）群である。楽曲フリンジデータ６
０１乃至楽曲データ６０５は、楽曲毎の複数のファイルにより構成されており、コンテン
ツＩＤに対応して各ファイルが特定される。
【０４３３】
上述したように、コンテンツサーバの記憶部１２８には、図６３に示されるようなデータ
ベースが記憶されており、コンテンツＩＤが特定されると、そのコンテンツＩＤに対応す
るライナーノーツファイルへのパス、楽曲データファイルへのパス、カラオケデータ（楽
曲フリンジデータおよび歌詞データ）ファイルへのパス、ジャケット写真ファイルへのパ
スが特定される。ステップＳ９７１においてCPU１２１は、楽曲フリンジデータ６０１乃
至楽曲データ６０５の中からコンテンツＩＤに対応するファイルを特定し、それらのファ
イルをマージしてダウンロード用データとして取得する。
【０４３４】
ステップＳ９７２において、CPU１２１は、ステップＳ９７１で取得したダウンロード用
データを、コンテンツとしてパーソナルコンピュータ２２に送信する。送信されたコンテ
ンツはステップＳ８３５（図６０）においてパーソナルコンピュータ２２に受信され、記
憶部２２８に記憶される。なお、このとき送信されるコンテンツは暗号化されており、暗
号化されたまま記憶部２２８に記憶される。暗号化されたコンテンツを再生するためには
コンテンツを復号する鍵（ライセンス）が必要になるが、これについては後述する。
【０４３５】
また、ダウンロード用データを受信した、パーソナルコンピュータ２２の出力部２２７の
表示部において、例えば、図６５に示される表示画面の吹き出し５１１にダウンロードの
進捗状況（例えば、「ダウンロードＸ％完了」）が表示される。
【０４３６】
ステップＳ９７３において、CPU１２１は、このコンテンツはダウンロード済か否かを判
定する。このとき、ステップＳ６５４（図５３）において取得されたサービス情報の中の
ダウンロード済楽曲に基づいて、このコンテンツがダウンロード済か否かが判定される。
【０４３７】
ステップＳ９７３において、このコンテンツはダウンロード済ではないと判定された場合
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、ステップＳ９７４に進み、CPU１２１は、ステップＳ６５４（図５３）において取得さ
れたサービス情報の中のダウンロード済楽曲を更新する。例えば、コンテンツＩＤ「１０
０２」に対応するコンテンツを送信した場合、ダウンロード済楽曲に「１００２」が追加
される。
【０４３８】
ステップＳ９７５において、CPU１２１は、ステップＳ６５４（図５３）において取得さ
れたサービス情報の中のカウンタの値をデクリメントする。
【０４３９】
ステップＳ９７６において、CPU１２１は、ステップＳ９７４とＳ９７５で更新されたサ
ービス情報をパーソナルコンピュータ２２に送信する。送信されたサービス情報は、ステ
ップＳ８３６（図６０）において、パーソナルコンピュータ２２に受信され、ステップＳ
８１１において、売りぽキャラ人形１８１のＩＣチップに格納される。
【０４４０】
ステップＳ９７７において、CPU１２１は、データベースを更新する。このとき、図６２
に示されるデータベースにおいて、ダウンロード済ＩＤが更新される。例えば、ぽキャラ
ＩＤ「Ａ」の売りぽキャラを用いて、コンテンツＩＤ「１００３」に対応するコンテンツ
をダウンロードする場合、３行目のダウンロード済ＩＤに「Ａ」が追加される。
【０４４１】
一方、ステップＳ９７３において、このコンテンツはダウンロード済であると判定された
場合、ステップＳ９７４乃至Ｓ９７７の処理はスキップされる。
【０４４２】
このようにして、ダウンロードされるコンテンツが送信され、それに伴い、売りぽキャラ
人形１８１のＩＣチップの情報も更新される。
【０４４３】
次に、図７０を参照して、図６７のステップＳ９５５のプレビューコンテンツ送信処理に
ついて説明する。ステップＳ９９１において、CPU１２１は、コンテンツＩＤに対応する
プレビュー用データを取得する。このとき、図６９の楽曲フリンジデータ６０１乃至楽曲
データ６０５の中からコンテンツＩＤに対応するファイルが特定されるが、図６３のデー
タベースの中のプレビュー開始フレーム番号とプレビュー終了フレーム番号に基づいて、
ファイルの中から所定の部分のデータが抽出され、プレビュー用データとしてマージされ
る。
【０４４４】
また、予め、画質や音質がやや低下したプレビュー用の楽曲フリンジデータ６０１乃至楽
曲データ６０５を用意しておき、それらの中からコンテンツＩＤに対応するファイルが特
定されプレビュー用データとしてマージされるようにしてもよい。
【０４４５】
ステップＳ９９２において、CPU１２１は、パーソナルコンピュータ２２にステップＳ９
９１で取得したプレビュー用データを、コンテンツとして送信する。
【０４４６】
このようにして、コンテンツのプレビュー（試聴）が行われる。プレビューにおいては、
売りぽキャラ人形のＩＣチップの中に格納されるダウンロード可能回数（カウンタの値）
はデクリメントされないので、ユーザは、気軽に楽曲を試聴することができる。また、プ
レビュー用データを受信した、パーソナルコンピュータ２２においては、データの再生が
行われる。このとき、パーソナルコンピュータ２２の出力部２２７の表示部において、例
えば、図６５に示される表示画面の吹き出し５１１にコンテンツのライナーノーツの内容
が表示される。
【０４４７】
ユーザは、取得（ダウンロード）したコンテンツを売りぽキャラ人形１８１を用いて再生
することができる。再生に使用する機器は、コンテンツをダウンロードした機器でもよい
し、それとは異なる機器でもよい。
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【０４４８】
例えば、コンテンツを既にダウンロードしたパーソナルコンピュータ２２を使用する場合
、ユーザは、パーソナルコンピュータ２２に対応して接続されているおたち台２３に、売
りぽキャラ人形１８１を載置する。また、コンテンツをまだダウンロードしていないパー
ソナルコンピュータ２６を使用する場合、ユーザは、パーソナルコンピュータ２２に対応
して接続されているおたち台２７に、売りぽキャラ人形１８１を載置する。そして、図５
３を参照して上述した処理と同様の処理が行われ、パーソナルコンピュータ２２または２
６に初期データが記憶される。
【０４４９】
なお、この例では、使用する機器をパーソナルコンピュータ２２または２６としているが
、使用する機器は、これに限られるものではない。
【０４５０】
次に、図７１を参照して、コンテンツを再生する処理の流れについて説明する。ステップ
Ｓ１１０１において、パーソナルコンピュータ２２または２６は、図７２を参照して後述
するリスト表示処理を行う。これによりコンテンツのリストが表示され、ユーザにより再
生すべきコンテンツが指定される。このとき、パーソナルコンピュータ２２または２６の
記憶部２２８に指定されたコンテンツが存在するか否かが検索される。
【０４５１】
例えば、ユーザがパーソナルコンピュータ２２を使用している場合、コンテンツはすでに
記憶部２２８に記憶（ダウンロード）されているが、ユーザがパーソナルコンピュータ２
６を使用している場合、コンテンツは記憶部２２８に存在しない。
【０４５２】
コンテンツが記憶部２２８に存在しない場合、ステップＳ１１０２において、パーソナル
コンピュータ２６からコンテンツサーバ６に対してコンテンツＩＤが送信され、ステップ
Ｓ１１３１においてこれが受信され、ステップＳ１１３２においてコンテンツサーバ６は
、コンテンツＩＤに対応するコンテンツ送信処理を行う。この処理は、図６７を参照して
上述したコンテンツ送信処理と同様の処理なのでその説明は省略する。ステップＳ１１３
３において、コンテンツサーバ６は、パーソナルコンピュータ２６にコンテンツを送信し
、ステップＳ１１０３においてこれが受信される。
【０４５３】
一方、例えば、ユーザがパーソナルコンピュータ２２を使用している場合、コンテンツは
すでに記憶部２２８に記憶（ダウンロード）されているので、ステップＳ１１０２、Ｓ１
１３１、Ｓ１１３２、Ｓ１１３３、およびＳ１１０３の処理は行われない。
【０４５４】
ステップＳ１１０４において、パーソナルコンピュータ２２または２６は、図７５を参照
して後述するライセンス要求処理を行う。ステップＳ１１０５において、パーソナルコン
ピュータ２２または２６は、コンテンツサーバ６にライセンス要求を送信し、ステップＳ
１１３４において、これが受信される。ステップＳ１１３５において、コンテンツサーバ
６は、図７６を参照して後述するライセンス送信処理を行う。これにより、暗号化された
コンテンツを復号する暗号鍵であるライセンスが送信される。
【０４５５】
ステップＳ１１０６において、コンテンツサーバ６は、パーソナルコンピュータ２２また
は２６に対してライセンスを送信し、ステップＳ１１０６においてこれが受信される。ス
テップＳ１１０７において、パーソナルコンピュータ２２または２６は、図７７を参照し
て後述するライセンス再生処理を行う。この結果、コンテンツが再生される。
【０４５６】
次に、図７２のフローチャートを参照して、図７１のステップＳ１１０１のリスト表示処
理について説明する。ステップＳ１２０１において、パーソナルコンピュータ２２または
２６のCPU２２１は、再生画面を表示する。このとき、出力部２２７の表示部に図７３に
示されるような画像が表示される。
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【０４５７】
図７３には、バーチャルぽキャラ５０１と吹き出し５６２が表示されており、その左上側
に再生リスト画面５６１が表示されている。
【０４５８】
図７４は、再生リスト画面５６１の表示例を示す図である。フィールド５８１は、表示さ
れるコンテンツのアーティスト名が表示されるフィールドであり、ユーザは、フィールド
５８１に所望のアーティスト名を入力することにより、フィールド５８３にそのアーティ
ストに対応するコンテンツの曲名と購入日（取得日）を表示させることができる。この例
では、アーティスト「松下亜弥」についてのコンテンツが、その曲名と購入日について一
覧表示されている。
【０４５９】
フィールド５３８に表示されるコンテンツの中で、記憶部２２８に既に記憶されているコ
ンテンツの曲名と購入日は濃く表示され、記憶部２２８に記憶されていないコンテンツの
曲名と購入日は淡く表示される。
【０４６０】
フィールド５３８の第１行目の曲名「桃色想い」とその購入日「２００２／０２／０２」
は淡く表示されており、このコンテンツが、過去にこの売りぽキャラ人形１８１を使用し
て取得されているが、現在使用中のパーソナルコンピュータの記憶部２２８には記憶され
ていない、すなわち、このコンテンツは、別の機器でダウンロードされたことを表す。フ
ィールド５３８の第２行目の曲名「１０００回のＫＩＳＳ」とその購入日「２００２／０
４／０４」は濃く表示されており、このコンテンツが、過去にこの売りぽキャラ人形１８
１を使用して取得されており、現在使用中のパーソナルコンピュータの記憶部２２８に記
憶されていることを表す。
【０４６１】
この例では、フィールド５８１に、表示されるコンテンツのアーティスト名が入力される
ようにしたが、フィールド５８１に、例えば、ジャンルを入力することにより、フィール
ド５８３にそのジャンルに対応するコンテンツの曲名と購入日を表示させるようにしても
よい。
【０４６２】
フィールド５８２には、所持曲数が表示される。所持曲数は、この売りぽキャラ人形１８
１を使用して、ダウンロード（取得）したコンテンツの数を表し、この例では、「Ｙ曲」
と表示されている。
【０４６３】
図７２に戻って、ステップＳ１２０２において、CPU２２１は、再生するコンテンツが指
示されたか否かを判定し、指示されたと判定されるまで待機する。再生するコンテンツの
指示は、ユーザが、例えば、入力部２２６を操作して、図７４示される再生リスト画面の
中の所望の曲名をダブルクリックすることにより行われる。ステップＳ１２０２において
再生するコンテンツが指示されたと判定された場合、CPU２２１は、ステップＳ１２０３
に進む。
【０４６４】
ステップＳ１２０３において、CPU２２１は、再生するコンテンツが端末（使用中の機器
）内にあるか否かを判定する。例えば、再生するコンテンツとして、図７４の、フィール
ド５８３の第１行目のコンテンツ（曲名「桃色想い」）が指示された場合、再生するコン
テンツは端末内にはないと判定され、ステップＳ１２０４に進み、CPU２２１は、指示さ
れたコンテンツに対応するコンテンツＩＤをコンテンツサーバに送信し、コンテンツをダ
ウンロードする。
【０４６５】
このとき、コンテンツサーバ６からパーソナルコンピュータ２２または２６に対して、コ
ンテンツが送信される。このコンテンツ送信処理（図７１のステップＳ１１３２）は、図
６７と図６８を参照して上述したコンテンツ送信処理と同様の処理であるが、いまの場合
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、ステップＳ９７３（図６８）において、このコンテンツはダウンロード済であると判定
されるので、ステップＳ９７４乃至Ｓ９７７の処理はスキップされる。
【０４６６】
一方、例えば、再生するコンテンツとして、フィールド５８３の、第２行目のコンテンツ
（曲名「１０００回のＫＩＳＳ」）が指示された場合、再生するコンテンツは端末内にあ
ると判定され、ステップＳ１２０４の処理はスキップされる。
【０４６７】
このようにして、再生するコンテンツが指定され、そのコンテンツが端末内にない場合、
コンテンツのダウンロードが行われる。
【０４６８】
次に、図７５のフローチャートを参照して、図７１のステップＳ１１０４のライセンス要
求処理について説明する。ステップＳ１２２１において、パーソナルコンピュータ２２ま
たは２６のCPU２２１は、指定されたコンテンツに対応するコンテンツＩＤを取得する。
ステップＳ１２２２において、CPU２２１は、ステップＳ１２２１で取得されたコンテン
ツＩＤに所定のヘッダを付加して、ライセンス要求をコンテンツサーバ６に送信する。
【０４６９】
このようにして、コンテンツを再生するためのライセンスの要求が行われる。
【０４７０】
次に、図７６を参照して、図７１のステップＳ１１３５のライセンス送信処理について説
明する。ステップＳ１２４１において、コンテンツサーバ６のCPU１２１は、ライセンス
要求を受信する。ステップＳ１２４２において、CPU１２１は、コンテンツはダウンロー
ド済か否かを判定する。このとき、図６２に示されるデータベースを参照して、コンテン
ツがダウンロード済か否かがチェックされる。
【０４７１】
ステップＳ１２４３において、CPU１２１は、コンテンツを１回だけ再生できるライセン
スを生成する。このライセンスの生成は、例えば、OpenMGX、Windows(R)、DRM（Digital 
Rights Management）などの技術を利用して行われる。ステップＳ１２４４において、CPU
１２１は、パーソナルコンピュータ２２または２６にライセンスを送信する。
【０４７２】
このようにして、暗号化されたコンテンツを復号する鍵であるライセンスが送信される。
【０４７３】
次に、図７６のフローチャートを参照して、図７１のステップＳ１１０７のライセンス再
生処理について説明する。ステップＳ１２６１において、パーソナルコンピュータ２２ま
たは２６のCPU２２１は、ライセンスを受信する。ステップＳ１２６２において、CPU２２
１は、取得したライセンスに基づいて、コンテンツを復号し、再生する。
【０４７４】
このとき、パーソナルコンピュータ２２または２６の出力部２２７の表示部には図７８に
示されるような画像が表示される。図７８には、バーチャルぽキャラ５０１と吹き出し５
６２が表示されており、バーチャルぽキャラ５０１の左上側には再生リスト画面５６１が
表示され、バーチャルぽキャラ５０１の左下側にはこのコンテンツのジャケット写真５６
３が表示されている。表示画面の吹き出し５６２に、再生中のコンテンツの歌詞が表示さ
れ、バーチャルぽキャラ５０１が所定の動作を行う。
【０４７５】
このようにして、コンテンツの再生が行われる。
【０４７６】
このようにすることで、コンテンツを再生するライセンスをコンテンツサーバ６により管
理することができる。また、コンテンツは暗号化されており、再生するためには売りぽキ
ャラ人形１８１を使用して、ライセンスを取得しなければならないので、コンテンツが不
正にコピーされても、再生されることはなく、コンテンツの著作権が保護される。一方で
、売りぽキャラ人形１８１を購入したユーザは、売りぽキャラ人形１８１をおたち台に置
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くだけで、簡単にコンテンツを再生することができる。コンテンツが再生されるとき、必
ずコンテンツサーバ６において、売りぽキャラのＩＤが正当なＩＤか否かが判定されるの
で、より強固にコンテンツの著作権を保護することができる。
【０４７７】
以上においては、取得したコンテンツのライセンスをコンテンツサーバ６により管理する
例について説明したが、ライセンスを売りぽキャラ人形１８１のＩＣチップの中に格納し
、コンテンツを再生するとき、売りぽキャラ人形１８１からライセンスを取得するように
してもよい。このようにすることで、ユーザは、売りぽキャラ人形１８１のサービスＩＤ
に対応するコンテンツを自由に取得し、再生することができる。
【０４７８】
オブジェクトにユーザ識別情報を保持させ、そのオブジェクトに対応する画像を表示部に
表示させるようにすることで、ユーザに自分自身のオブジェクトの関係を直感的に認識さ
せることができ、他のユーザのオブジェクトを誤って使用してしまうようなことを抑制す
ることが可能となる。
【０４７９】
ユーザ識別情報を管理し、他の情報処理装置から送信されてきたユーザ識別情報を受信し
た場合、受信されたユーザ識別情報を管理されているユーザ識別情報に基づいて認証し、
その認証結果に基づいて、他の情報処理装置がユーザ識別情報に対応する画像を表示する
のに必要な表示情報を、ネットワークを介して送信するようにすることで、他の情報処理
装置を使用するユーザを、簡単かつ確実に、識別させることが可能となる。
【０４８０】
取得したユーザ識別情報を、ネットワークを介して他の情報処理装置に送信し、他の情報
処理装置からそのユーザ識別情報に基づいて、認証された結果を受信し、その認証の結果
に基づいて、ユーザ識別情報に対応する画像を表示するように制御することで、ユーザに
、自分自身を確実に認証させることが可能となる。
【０４８１】
人形にメモリを内蔵させ、そのメモリにユーザ識別情報を記憶させ、かつ人形の形状を、
表示される画像に対応する形状にすることで、ユーザにその人形を用いて、確実に認証処
理を行わせることが可能となる。
【０４８２】
オブジェクト識別情報を記憶するオブジェクトを配布し、ネットワークを介してオブジェ
クト識別情報を受信した場合、オブジェクト識別情報に対応するコンテンツ識別情報を得
て、コンテンツ識別情報に対応するコンテンツをネットワークを介して送信するようにす
ることで、コンテンツをより効果的に、各ユーザに配布することが可能なシステムを実現
することが可能となる。
【０４８３】
第２の他の情報処理装置が送信してくるオブジェクト識別情報に基づく通知を、ネットワ
ークを介して第１の情報処理装置に送信し、第２の他の情報処理装置のユーザに課金処理
を行うようにすることで、コンテンツを安全に、各ユーザに提供するとともに、提供した
コンテンツに対する対価を、確実に回収することが可能となる。
【０４８４】
オブジェクトに記憶されているコンテンツ識別情報を取得し、ネットワークを介して、他
の情報処理装置にコンテンツ識別情報を送信し、対応するコンテンツを受信し、受信した
コンテンツを出力するようにすることで、オブジェクトを取得するだけで、対応するコン
テンツを確実に利用することが可能となる。
【０４８５】
人形が保持するメモリに、人形識別情報を記憶させるとともに、その人形の形状を、コン
テンツに関係する画像に対応するようにすることで、ユーザにコンテンツを効果的に配布
することが可能となる。
【０４８６】
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オブジェクトが保持するメモリにコンテンツ識別情報を記憶させるとともに、そのオブジ
ェクトに、コンテンツに関係する画像に対応する特徴を保持させることで、ユーザにコン
テンツを、より楽しんで使用させることが可能となる。
【０４８７】
上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行させることもできるが、ソフトウエアに
より実行させることもできる。一連の処理をソフトウエアにより実行させる場合には、そ
のソフトウエアを構成するプログラムが、専用のハードウエアに組み込まれているコンピ
ュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行するこ
とが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、ネットワークや記録媒体から
インストールされる。
【０４８８】
この記録媒体は、図２または図３に示されるように、装置本体とは別に、ユーザにプログ
ラムを提供するために配布される、プログラムが記録されている磁気ディスク１４１，２
５１（フロッピディスクを含む）、光ディスク１４２，２５２（CD-ROM(Compact Disk-Re
ad Only Memory),DVD(Digital Versatile Disk)を含む）、光磁気ディスク１４３，２５
３（ＭＤ（Mini-Disk）を含む）、もしくは半導体メモリ１４４，２５４などよりなるパ
ッケージメディアにより構成されるだけでなく、装置本体に予め組み込まれた状態でユー
ザに提供される、プログラムが記録されているROM１２２，２２２や、記憶部１２８，２
２８に含まれるハードディスクなどで構成される。
【０４８９】
なお、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、記載
された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されな
くとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【０４９０】
また、本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表すも
のである。
【０４９１】
【発明の効果】
　以上の如く、本発明の情報処理装置によれば、ユーザを認識することが可能なシステム
を実現することができる。また、ユーザによる誤ったオブジェクトの使用を抑制すること
が可能なシステムを実現することができる。
【０４９８】
　本発明の情報処理装置およびプログラムによれば、簡単かつ迅速に、コンテンツを利用
することが可能となる。また、そのための構成を複雑にする必要がない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用した情報処理システムの構成例を示すブロック図である。
【図２】図１のぽキャラサービスサーバの構成例を示すブロック図である。
【図３】図１のパーソナルコンピュータの構成例を示すブロック図である。
【図４】親友ぽキャラ人形の例を示す図である。
【図５】親友ぽキャラ人形の内部の構成を示すブロック図である。
【図６】図５のICチップに記憶されている情報を説明する図である。
【図７】ユーザが親友ぽキャラ人形を取得する処理を説明するフローチャートである。
【図８】親友ぽキャラ人形の例を示す図である。
【図９】図１のぽキャラサービスサーバの親友ぽキャラ販売処理を説明するフローチャー
トである。
【図１０】売りぽキャラ人形の例を示す図である。
【図１１】売りぽキャラ人形のICチップに記憶されている情報の例を示す図である。
【図１２】図１のパーソナルコンピュータのぽキャラ処理を説明するフローチャートであ
る。
【図１３】図１のパーソナルコンピュータのぽキャラ処理を説明するフローチャートであ
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る。
【図１４】図１のパーソナルコンピュータのぽキャラ処理を説明するフローチャートであ
る。
【図１５】図１のパーソナルコンピュータのぽキャラ処理を説明するフローチャートであ
る。
【図１６】図１のパーソナルコンピュータのぽキャラ処理を説明するフローチャートであ
る。
【図１７】親友ぽキャラのカバン情報を説明する図である。
【図１８】売りぽキャラのカバン情報を説明する図である。
【図１９】ぽキャラの表示例を示す図である。
【図２０】ぽキャラの表示例を示す図である。
【図２１】メール機能が選択された場合におけるぽキャラの表示例を示す図である。
【図２２】メール機能が選択された場合におけるぽキャラの他の表示例を示す図である。
【図２３】スケジュール機能が選択された場合におけるぽキャラの表示例を示す図である
。
【図２４】スケジュール機能が選択された場合におけるぽキャラの他の表示例を示す図で
ある。
【図２５】着替え機能が選択された場合におけるぽキャラの表示例を示す図である。
【図２６】ぽキャラの他の表示例を示す図である。
【図２７】ぽキャラの他の表示例を示す図である。
【図２８】図１のぽキャラサービスサーバの処理を説明するフローチャートである。
【図２９】図１のぽキャラサービスサーバの処理を説明するフローチャートである。
【図３０】図１のぽキャラデータベースに登録されているユーザ情報の例を示す図である
。
【図３１】図１のぽキャラデータベースに登録されている親友ぽキャラのぽキャラ情報の
例を示す図である。
【図３２】図１のぽキャラデータベースに登録されている売りぽキャラのぽキャラ情報の
例を示す図である。
【図３３】図１のコンテンツサーバの処理を説明するフローチャートである。
【図３４】図１のパーソナルコンピュータのコンテンツの受信処理を説明するフローチャ
ートである。
【図３５】図１のコンテンツサーバのコンテンツ提供処理を説明するフローチャートであ
る。
【図３６】図１のぽキャラサービスサーバの処理を説明するフローチャートである。
【図３７】図１のパーソナルコンピュータのライセンスを取得する処理を説明するフロー
チャートである。
【図３８】図１のぽキャラサービスサーバの処理を説明するフローチャートである。
【図３９】図１のライセンスサーバの処理を説明するフローチャートである。
【図４０】図１のパーソナルコンピュータのコンテンツ再生処理を説明するフローチャー
トである。
【図４１】図１のぽキャラサービスサーバのコンテンツ再生処理を説明するフローチャー
トである。
【図４２】図１のパーソナルコンピュータのプリペイド金額の更新処理を説明するフロー
チャートである。
【図４３】図１のぽキャラサービスサーバのプリペイド金額更新処理を説明するフローチ
ャートである。
【図４４】端末内に保存されたコンテンツの再生処理を説明するフローチャートである。
【図４５】端末内のコンテンツを再生する際のぽキャラサービスサーバの処理を説明する
フローチャートである。
【図４６】他の端末からコンテンツの提供を受ける端末の再生処理を説明するフローチャ
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【図４７】端末のコンテンツの提供処理を説明するフローチャートである。
【図４８】端末のコンテンツを再生する際のぽキャラサービスサーバの処理を説明するフ
ローチャートである。
【図４９】暗号化コンテンツのコピー処理を説明するフローチャートである。
【図５０】コピー元の処理を説明するフローチャートである。
【図５１】コピー先の処理を説明するフローチャートである。
【図５２】売りぽキャラを用いてコンテンツを提供するサービスの構成を示す図である。
【図５３】売りぽキャラの認証と初期データの取得の処理の流れ示すアローチャートであ
る。
【図５４】認証要求処理を説明するフローチャートである。
【図５５】認証処理を説明するフローチャートである。
【図５６】初期データ取得処理を説明するフローチャートである。
【図５７】売りぽキャラ人形のＩＣチップに格納される情報の例を示す図である。
【図５８】初期データ送信処理を説明するフローチャートである。
【図５９】初期データ取得時に表示される画面の表示例を示す図である。
【図６０】売りぽキャラを用いてコンテンツをダウンロードする処理の流れを示すアロー
チャートである。
【図６１】コンテンツ送信処理を説明するフローチャートである。
【図６２】コンテンツサーバに記憶されるデータベースの例を示す図である。
【図６３】コンテンツサーバに記憶されるデータベースの例を示す図である。
【図６４】ダウンロード処理を説明するフローチャートである。
【図６５】ダウンロード処理において表示される画面の表示例を示す図である。
【図６６】ダウンロードリスト画面の表示例を示す図である。
【図６７】コンテンツ送信処理を説明するフローチャートである。
【図６８】ダウンロードコンテンツ送信処理を説明するフローチャートである。
【図６９】コンテンツサーバに記憶されるコンテンツを構成するデータの例を示す図であ
る。
【図７０】プレビューコンテンツ送信処理を説明するフローチャートである。
【図７１】売りぽキャラを用いてコンテンツを再生する処理の流れを示すアローチャート
である。
【図７２】リスト表示処理を説明するフローチャートである。
【図７３】リスト表示処理において表示される画面の表示例を示す図である。
【図７４】再生リスト画面の表示例を示す図である。
【図７５】ライセンス要求処理を説明するフローチャートである。
【図７６】ライセンス送信処理を説明するフローチャートである。
【図７７】ライセンス再生処理を説明するフローチャートである。
【図７８】ライセンス再生処理における表示画面の例を示す図である。
【符号の説明】
１　インターネット，　６，７　コンテンツサーバ，　８　ライセンスサーバ，　９　ぽ
キャラサービスサーバ，　１０　ぽキャラデータベース，　１１　プライベート認証サー
バ，　１２　パブリック認証サーバ，　１３　課金サーバ，２２　パーソナルコンピュー
タ，　２３　おたち台，　２４　テレビジョン受像機，　２５　おたち台，　２６　パー
ソナルコンピュータ，　２７　おたち台，　５２　パーソナルコンピュータ，　５３　お
たち台
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